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０ はじめに

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号）の施行から、

10年以上が経過し、ハード整備のバリアフリー化は一定の進捗があったと言える。

一方で、高齢者・障害者数の増加、障害者の権利に関する条約の締結、2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会の開催等、我が国のバリアフリーを取り巻く状況は大きく変化して

いる。年齢や障害の有無にかかわらず、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし支え合い、

誰もが生き生きとした人生を享受することのできる「共生社会」の実現に向けて、障害を生じさ

せる様々な社会的障壁（事物、制度、慣行、観念等）を社会の責務として取り除いていくことが

求められている。特に、公共交通機関においては、日常生活及び社会生活の基盤となるものであ

り、これまでのハード面のバリアフリー化に加え、ソフト面の取組を進めることが必要である。

このような背景を踏まえ、平成 30 年５月に、バリアフリー法が改正され、公共交通事業者等

が、バリアフリーに関するハード・ソフト取組計画の作成、提出及び公表並びに取組状況等の報

告及び公表を行う制度が創設された。

本マニュアルは、公共交通事業者等のハード・ソフト取組計画の作成を促進するため、学識経

験者、障害者等の当事者団体、バリアフリー化に取り組む公共交通事業者等との意見を踏まえて

作成した。本マニュアルにより、公共交通事業者等が、共生社会の実現及び社会的障壁の除去と

いった基本理念の下、バリアフリー化の措置を計画的に実施することを期待するものである。

また、令和２年５月のバリアフリー法改正では、公共交通事業者等の施設設置管理者における

ソフト対策のさらなる取組強化や高齢者障害者等用施設等の適正な利用を進めるための広報啓発

活動の実施に努めることとされた。それに伴い、ハード・ソフト取組計画においても、旅客施設

及び車両等を使用した役務の提供の方法に関して基準を遵守するために必要な措置、高齢者障害

者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての旅客施設及び車両等の利

用者に対する広報・啓発活動に関して、新たに計画の作成が義務付けられた。そのため、上記の

法改正による追加項目に関する解説、記載例等を追記する等の必要な改訂を行った。

本マニュアルにおける略称は以下のとおり。

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年

法律第 91号）

→ 法

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平

成 18年国土交通省令第 110 号）

→ 施行規則

・旅客施設及び車両等の移動等円滑化の促進に関する公共交通事業者等

の判断の基準（平成 31年国土交通省告示第 317号）

→ 判断基準告示

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第六

条の二の規定に基づく国土交通大臣が定める要件並びに移動等円滑化

取組計画書、移動等円滑化取組報告書及び移動等円滑化実績等報告書

の様式を定める告示（平成 31年国土交通省告示第 316 号）

→ 事業者要件・

様式告示
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１ 本マニュアルの概要

１）記載内容

本マニュアルは、公共交通事業者等によるハード・ソフト取組計画の効率的な作成・推進

を支援するために作成したもので、以下の内容から構成されている。

＜マニュアルの記載内容＞

２）他のガイドラインとの関係

本マニュアルは、ハード・ソフト取組計画の作り方・進め方や個別対策を検討する上での

考え方を記載したものである。個々の対策の具体的な内容や技術的な基準などについては、

以下のガイドラインがある。

＜個別の対策に関するガイドライン＞

・公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライ

ン

・旅客船バリアフリーガイドライン

・公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン

・みんなが使いやすい航空旅客施設計画資料（空港旅客ターミナルビル等のバリアフリ

ーに関するガイドライン） 等

（国土交通省バリアフリー関連情報ウェブサイト http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html）

マニュアルの構成

０はじめに

（１本マニュアルの概要）

２ハード・ソフト取組計画の位置付け

３ハード・ソフト取組計画の作成

４ハード対策・ソフト対策の取組事例

５ハード・ソフト取組計画の提出・公表

６ 措置の実施状況等の報告・公表

ハード・ソフト取組計画の全体像

実行性の高い計画の作成・推進方法

効果的・効率的なﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対策の工夫

計画の提出、公表方法

実施状況の報告、公表方法
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２ ハード・ソフト取組計画の位置付け

一定の要件に該当する公共交通事業者等には、法第９条の４から第９条の６に基づき、バリア

フリーに関する計画（以下「ハード・ソフト取組計画」という。）の作成・提出及び公表、取組の

実施状況の報告、公表が義務付けられている。

このハード・ソフト取組計画は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一

部を改正する法律（平成３０年法律第３２号）において新たに創設された制度であり、法第９条

の２に基づき国土交通大臣が定める目標の達成のため、公共交通事業者等が旅客施設や車両等の

バリアフリー化といったハード整備に加え、役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練、広報・

啓発といったソフト対策を計画的に実施するために作成するものである。

計画の作成により、次のような効果が期待される。

＜ハード・ソフト取組計画の作成による効果＞

・バリアフリー化の計画的、効率的な実施

・計画作成を通じた、職員の意識やスキル向上

・事業者としての方針の明確化による事業者内の合意形成や障害当事者等とのコミュニ

ケーションの円滑化 等

また、バリアフリー化を計画的に進めるために、公共交通事業者等の中期的な経営計画等の経

営方針を踏まえるとともに、関係する市町村等のバリアフリー基本構想等との整合を図ることが

望ましい。

＜ハード・ソフト取組計画の位置付け＞

なお、法第９条の７に基づき、国土交通大臣は旅客施設及び車両等のバリアフリー化の状況が

第９条の２に基づき国土交通大臣が定めた目標に照らして著しく不十分であると認めるときは、

当該公共交通事業者等に対し勧告することができる。更に、当該公共交通事業者等が勧告に従わ

なかったときは、同条第２項に基づきその旨を公表することができる。

また、法第６１条に基づき、ハード・ソフト取組計画を提出しなかった者及び報告をせず、又

は虚偽の報告をした者は五十万円以下の罰金が課されるおそれがある。さらに、法第６５条に基

づき、ハード・ソフト取組計画を公表せず、又は虚偽の公表をした者は五十万円以下の過料が課

されるおそれがある。
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【関係条文】

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）

（公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項）

第九条の二 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため、次に掲げる事項並び

に移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標及び当該目標を達

成するために当該事項と併せて講ずべき措置に関し、公共交通事業者等の判断の基準となるべき事

項を定め、これを公表するものとする。

一 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

二 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し第八条第二項及び第三項の主務省

令で定める基準を遵守するために必要な措置

三 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、

旅客施設における誘導その他の支援

四 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

五 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

六 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮

についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、移動等円滑化の進展の状況、旅客施設及び車両等

の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に

応じて必要な改定をするものとする。

（計画の作成）

第九条の四 公共交通事業者等（旅客が相当数であることその他の主務省令で定める要件に該当する

者に限る。次条から第九条の七までにおいて同じ。）は、毎年度、主務省令で定めるところにより、

第九条の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた同項の目標に関し、そ

の達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

（定期の報告）

第九条の五 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、前条の計画に基づく措置

の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

（公表）

第九条の六 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、第九条の四の計画の内

容、当該計画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める移動等円滑化に関する情報を公表

しなければならない。

（勧告等）

第九条の七 主務大臣は、公共交通事業者等の事業の用に供する旅客施設及び車両等の移動等円滑化

の状況が第九条の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると

認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該旅客施設及び車両等の移動等円滑化に関する技

術水準その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客施設及び車両等に係る移動等円

滑化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた公共交通事業者等がその勧告に従わなかったときは、

その旨を公表することができる。

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第九条の四の規定による提出をしなかった者
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二 第九条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三（略）

第六十五条 第九条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料

に処する。

○旅客施設及び車両等の移動等円滑化の促進に関する公共交通事業者等の判断の基準（抄）

一 公共交通事業者等が達成すべき目標

移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標は、次のとおりとす

る。

１ 国及び地方公共団体等の関係者と連携し、移動等円滑化の促進に関する基本方針一２（１）及び

（２）に掲げる目標を達成できるように、移動等円滑化を可能な限り実施する。また、移動等円滑

化された旅客施設及び車両等について、その機能を適切に維持する。

２ 旅客施設及び車両等に設置されたバリアフリーに関する施設及び設備等を適切に使用すること

等により、移動等円滑化のために必要な役務を可能な限り提供する。

３ 高齢者、障害者等の利用の実態等を鑑み、これらの者の多様なニーズに応じて、これらの者が公

共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導そ

の他の支援を受けられる環境を可能な限り整備する。

４ 高齢者、障害者等の利用の実態等を鑑み、これらの者の多様なニーズや施設等の用途に応じて、

これらの者に対して、公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を可能な限り提供

する。

５ 原則として管理職を含む全ての職員に対して、「共生社会の実現」及び「社会的障壁の除去」と

いった法第一条の二で定める基本理念（以下「基本理念」という。）、事業の遂行に当たっての移動

等円滑化の必要性、高齢者、障害者等の多様なニーズ及び特性並びに事業の用に供する旅客施設

及び車両等の移動等円滑化の状況等を理解する取組を可能な限り実施する。さらに、原則として

旅客に接する全ての職員に対して、旅客施設及び車両等に設置されたバリアフリーに関する施設

及び設備等を適切に使用して役務を提供できるよう、また、高齢者、障害者等が公共交通機関を利

用して移動するために必要となる支援を行えるよう、継続的な教育訓練を行う。

６ 高齢者障害者等用施設等が設置された旅客施設及び車両等の利用者に対し、移動等円滑化の促

進に関する基本方針五２（４）に示された高齢者障害者等用施設等の適正な利用に係る基本的な

考え方に即した適正な利用を促すために必要となる広報活動及び啓発活動を可能な限り実施する。
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３ ハード・ソフト取組計画の作成

３.１ 計画の作成主体

ハード・ソフト取組計画は、法第９条の４に基づき、旅客が相当数その他の要件に該当する事

業者に作成等が義務付けられている。

具体的には、施行規則第６条の２及び事業者要件・様式告示に定められており、以下の要件の

いずれかに、該当する者である。

なお、作成対象義務があった事業者から事業を承継した場合においては、管轄する地方運輸局

等に問い合わせ、対応を確認されたい。

また、作成対象事業者以外の事業者においても、既存旅客施設・車両等の公共交通移動等円滑

化基準への適合、役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練及び広報・啓発はバリアフリー法

第８条に基づく努力義務であることを鑑み、ハード・ソフト計画書・報告書※を作成し、計画的に

バリアフリー化の措置を講ずることが望ましい。

※作成対象事業者でなくとも、２つとも提出した場合は、移動等円滑化実績等報告書の提出は免除。

＜対象事業者の要件＞

① 平均利用者数※１が 3000 人以上／日である旅客施設を設置・管理する事業者。

＿ただし、平均利用者数が３万人以上／日である旅客施設を設置・管理しない中小民間企業者※

２を除く。

② 輸送人員※１が 100 万人以上／年である事業者。

＿ただし、輸送人員が 1000 万人未満／年である中小民間企業者※２を除く。

③ ①又は②に該当する者以外の者で、自社及びその属する企業結合集団※３又は事業の被承継

人の輸送人員等に鑑み、移動等円滑化を実施する必要性が①又は②に該当する者と同等であ

ると認めて国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監理部長を

含む。）又は地方航空局長が指定したもの

※１ 旅客施設の平均利用者数及び年間輸送人員は、提出年度の前々年度までの過去３年度の平均値とす

る。

※２ 「中小民間企業者」とは、前々年度の末日において、以下の条件のいずれにも該当する民間事業者を

指す。なお、公営企業及び地方公共団体は「中小民間企業者」には該当しない。

ⅰ）資本金若しくは出資金が３億円以下又は従業員数が 300人以下であること。

ⅱ）ⅰ）以外の公共交通事業者等（「大企業者」という。）の所有に係る当該会社の株式数の当該会社の

発行済株式総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資金額の当該会社の出資総額に対する

割合が２分の１未満であること。（大企業の完全子会社など、いわゆる「みなし大企業」以外の中小民

間事業者を想定。）

※３ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 号）第 10条第２項に規定

する企業結合集団をいう。
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○ 事業者毎に１つの計画書を作成するが、鉄道とバスなど複数の事業を営む事業者は、事業ご

とに上記の要件を当てはめ、要件に該当する事業について作成する。報告書は、現行の移動等

円滑化実績報告書にならい、様式を旅客施設と車両等に分けているため、旅客施設と車両等の

双方を管理している事業者はそれぞれ作成する。

＜計画書・報告書の作成対象事業者の具体例＞

[例１] 輸送人員 1200 万人／年の鉄道事業と 105 万人／年の乗合バス事業を経営する大企業

→鉄道事業者、乗合バス事業者として、それぞれ、計画書・報告書を作成（鉄道事業の

報告書は車両と旅客施設の様式を作成）。

[例２] 輸送人員1200万人／年の鉄道事業と105万人／年の乗合バス事業を経営する中小企業

→鉄道事業者として計画書・報告書を作成（報告書は車両と旅客施設の様式を作成）

[例３] 利用者数 3500 人／日の専用バスターミナルを設置する輸送人員 80 万人／年の乗合バ

ス事業を経営する大企業

→乗合バス事業者として計画書・報告書を作成（報告書は乗合バスとバスターミナルの

様式を作成）

＜計画書・報告書の作成単位＞

○ 輸送実績及び利用者数は、前々年度までの過去３年度の平均値を取ることとしており、１年

度目～３年度目の事業者については、作成対象から除外とする。

※ ただし、既存の旅客施設や路線を引き継ぎ、当該施設又は路線の過去の輸送値に鑑み、上

記要件③で国土交通大臣、運輸局長等が指定した者は対象となる。

また、事業開始から４年度目・５年度目の事業者については、それぞれ、２年度目の実績

値及び２年度目・３年度目の実績値の平均を用いることする。

（例：当該年度（平成 31年度）の輸送実績及び利用者数は、前々年度（平成 29年度）までの

過去 3年度（平成 29、28、27 年度）の平均値）

公共交通事業者等

計画書 報告書
(旅客施設)

計画書 報告書

報告書
(車両等)

○○事業

○○事業

公共交通事業者等

計画書 報告書○○事業

複数の事業を営む場合は
事業ごとに計画を作成

旅客施設、車両等をともに管理して
いる事業者は旅客施設及び車両等
それぞれについて報告書を作成

事業者ごとに
計画書・報告書を作成
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＜利用者数及び輸送人員の平均の考え方＞

＜参考：計画書作成対象事業者及び対象外事業者が提出・報告する報告書等＞

これらの時点で、事業を開始した者

については、参考とすべき、実績値

が無いため、適用対象としない。

※ただし、国土交通大臣、運輸局長

等が指定した者は対象となる。

Ｘ－３年度中に事業を開始し

た者にあっては、Ｘ－２年度

の実績値をもとに、対象か否

かを判断する。

Ｘ－４年度中に事業を開始した

者にあっては、Ｘ－３年度とＸ－

２年度の実績値の平均をもとに、

対象か否かを判断する。

Ｘ－５年度以前に事業を開始した者にあ

っては、この３年度分の平均を取る。

計画提出の要否を判断す

る年度（当該年度）

作成対象事業者 作成対象外事業者

※作成対象の要件を満たす

事業者

提出後速やかに公表

移動等円滑化取組計画書

の提出（６月末まで）

移動等円滑化取組報告書

の提出（６月末まで）

移動等円滑化実績等報告書

の提出（６月末まで）

※前年度に移動等円滑化取組

計画書を提出した事業者

※移動等円滑化取組計画書及び移動

等円滑化取組報告書を提出した事業

者以外の事業者提出後速やかに公表
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３.２ 計画に記載すべき事項

計画の様式は、事業者要件・様式告示で定められており、記載すべき事項は、以下のとおり。

＜計画の記載事項＞

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

Ⅴ 計画書の公表方法

Ⅵ その他計画に関連する事項
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３.３ 計画の作成・推進体制

公共交通事業者等において、バリアフリー化を図るべき対象は多岐にわたるため、関係する部

署との連携が必要である。

また、関係する市町村等、他の公共交通事業者等や施設管理者等関係者との連携も必要になる。

障害当事者等に対しては、検討段階、評価段階で意見を聴くなど、可能な限り意見を反映させ

るための措置を講じることが望ましい。

（１）事業者内の組織体制

ポイント

・関係部署が参加する横断的な組織体制

・とりまとめ、一元的な窓口となる全体を統括する部署

・経営層の積極的な関与

バリアフリー化の対象は、ハード整備だけでなく、役務の提供、旅客支援、情報提供、教育

訓練、広報・啓発といったソフト面など多岐に渡るため、関係する部署が参加する横断的な

体制が必要になる。

また、多岐に渡る取組を一体的に推進するためには、関係する部署との協議・調整し、と

りまとめを行うとともに、バリアフリー化に関する対外的な連絡・調整を一元的に行うなど、

全体を統括する部署を定めることが望ましい。全体を統括する部署には、バリアフリーに関

する専門的な知識を持ち、関係部署の実情を把握することが求められる。

事業者内における、合意形成の円滑化のためには、経営層がバリアフリー化に対する理解

を示す、取り組む意欲を示すなどの積極的な関与も効果的である。

（２）関係者との連携

ポイント

・市町村等との連携により、地域特性・ニーズに応じたバリアフリーの実現

・他の公共交通事業者等や施設管理者との連携により、移動の連続性に配慮したバリア

フリーの実現

・関係者との情報やノウハウの共有

地域の特性やニーズに応じたバリアフリー化のため、市町村等地域との連携が必要になる。

市町村等には、まちづくりの視点から優先的に整備する箇所、取組の提案や取組への協力な

どを求めることが考えられる。

また、移動の連続性に配慮したバリアフリー化のため、接続する他の公共交通事業者等や

旅客施設や路線の周辺の施設管理者との連携も求められる。他の公共交通事業者等や施設管

理者には、取組を共同で実施する、取組への協力などを求めることが考えられる。

さらに、これらの関係者とは、利用者のニーズや取組のノウハウを共有するといった協力

関係も、より効率的にバリアフリー化を実現する上で重要な要素になる。



１１

（３）障害当事者等のニーズの把握

ポイント

・事前の検討段階や事後の評価段階でニーズを把握

・双方向のコミュニケーションにより相互理解を深める

障害当事者等のニーズを踏まえたバリアフリー化のため、移動等円滑化のための措置の事

前の検討段階や事後の評価段階において、障害当事者等から意見を聴くことが望ましい。

＜障害当事者等のニーズを把握する方法＞

・電話、ファックスやウェブサイト等による意見受付

・意見交換会、ワークショップの開催

・アンケ―トの実施

・現場の職員が利用者の声を聞く 等

障害当事者等から一方的にニーズを聞くだけでなく、公共交通事業者等の側からできるこ

と、できないことを伝えるなど双方向のコミュニケーションを行い、相互理解を深めること

が重要である。

＜計画の作成・推進体制のイメージ＞
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３.４ 計画の作成・推進の流れ

ポイント

・毎年度の作成、実施状況の報告、公表

・年度毎の PDCA

・中長期的な PDCA

ハード・ソフト取組計画は、毎年度作成、実施状況の報告、公表をする必要がある。

１年のサイクルの中で、必要に応じて障害当事者等のニーズを把握しながら PDCA を行い、継

続的な改善を図ることが重要である。

事業者における中期的な計画や関係市町村等のバリアフリー基本構想の改定といった関連する

計画等の状況も考慮する必要がある。

＜計画の作成・推進の流れ＞

２年目

計画の作成（見直し）３年目以降

１年目 計画の作成

計画に基づく措置の実施

計画の作成（見直し）

計画に基づく措置の実施

計画に基づく措置の
実施状況の把握

計画に基づく措置の

実施状況の把握

計画の
提出・公表

実施状況の
報告・公表

計画の
提出・公表

中期的な計画、
バリアフリー
基本構想等

（繰り返し）

（6月末まで）※

（6月末まで）

P

D

C

A/P

D

C

A/P

※平成31年度
においては、
計画の提出は
12月末まで

実施状況の

報告・公表

計画の
提出・公表

（6月末まで）
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３.５ ハード・ソフト一体となったバリアフリー対策の考え方

ポイント

・障害当事者等の多様なニーズ及び特性への配慮

・障害当事者等の移動のプロセスを考慮

・ハード・ソフトの一体的な検討

障害当事者等の移動等の円滑化を図るためには、障害当事者等の多様なニーズ及び特性を踏

まえ、障害当事者等の移動のプロセス全体を念頭に置き、現状の課題や必要な対策を洗い出す

とともに、ハード整備や役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練、広報・啓発といったソフ

ト対策を一体的に検討することが重要である。

＜ハード・ソフト一体となったバリアフリー対策の考え方のイメージ＞
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３.６ 計画の記載内容と作成方法

以下、計画書の記載事項に沿って、計画の記載内容と作成方法を示す。

I 現状の課題及び中期的な対応方針

事業者におけるバリアフリー化の現状の課題と中期的な対応方針を記載する。

（１）現状の課題の抽出

ポイント

・ハード面・ソフト面の総合的な現状の分析

・多角的な視点で分析

旅客施設及び車両等のハード整備や、役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練、広報・

啓発といったソフト面のバリアフリー化の現状を把握し、判断基準告示の「一 公共交通事

業者等が達成すべき目標」に照らして、遅れている取組や問題となっている箇所などの課題

を分析する。

分析に当たっては、障害当事者等の意見を反映する等、多角的な視点から分析することが

望ましい。

＜現状の課題の分析項目＞

項目 視点

施設・車両等

・旅客施設・車両等の移動等円滑化基準の適合状況

・旅客施設の築年数、車両等の車齢

・周辺施設におけるバリアフリー化の状況 等

役務の提供
・旅客施設・車両等における利用者支援等の体制の整備の状況

・役務の提供に関する職員の知識・スキルの習得の状況 等

旅客支援
・旅客施設における案内誘導の実施状況

・車両等の乗降支援の実施状況 等

情報提供
・旅客施設・車両等における情報提供の状況

・ウェブサイト、配布物による情報提供の状況 等

教育訓練
・職員のバリアフリー化に対する意識

・職員のバリアフリー化に関するスキル・資格の保有状況 等

広報・啓発

・高齢者障害者等用施設等の利用に係る適正な配慮についての

広報・啓発の状況

・高齢者障害者等用施設等の利用に係る適正な配慮についての

基本的な考え方の職員への周知の状況 等
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＜現状の課題の分析方法＞

・移動等円滑化基準等などの規定やガイドライン等を参考に自ら確認

・現場の職員などから現状や課題を聞く

・障害当事者や当事者団体から意見を聞く

・市町村等から意見を聞く

・有識者から意見を聞く 等



１６

（２）中期的な対応方針の検討

ポイント

・自社のバリアフリー化に対する目標や理念、取組にかけられる費用・人手の制約条件

等を考慮

・取組のプロセスも想定

現状の課題を基に、概ね３〜５年程度を見通した中期的な対応方針を定める。

事業者において定める中期経営計画、投資計画等において、現状の課題に対応したバリア

フリーに関する内容が記載されている場合は、その内容等を記載する。

上記のような計画がない、又は現状の課題への対応が十分でない場合は、事業者における

バリアフリー化に対する目標や理念、取組にかけられる費用・人手の制約条件を踏まえつつ、

以下の要件等を考慮し取組の内容や実施箇所を検討する。この時、バリアフリー化に対する

目標や理念が明確であれば、多岐に渡る取組の連携、整合が図られやすい。

また、実現に複数年が掛かる取組については、実現に向けたプロセスも想定しておくこと

が重要である。

＜取組の内容、箇所の選定要件例＞

・障害当事者等の利用状況

・移動円滑化基準等の規定を達成するためのもの

・施設・車両等の更新に合わせて実施できるもの

・現場の職員等からの改善要望が多いもの

・障害当事者等からの改善要望が多いもの

・市町村等からの改善要望が多いもの 等

＜中期的な対応方針の検討のイメージ＞
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（記載例１．中期経営計画等に施設単位で記載している場合）

（記載例２．中期経営計画等に施設単位で記載していない場合）

（１）旅客施設及び車両等の整備に関する事項

当社では 2015 年度に全駅において１ルート整備を達成しているが、エレベーターによ

る１ルート整備率は 2018 年度末時点で 10％にとどまっている。こうした現状を踏まえ、

2022 年までに全駅でエレベーターによる１ルート整備を実施するほか、周囲に病院があ

るために移動等円滑化の必要性が特に高いＡ駅、Ｂ駅においてエレベーターによる複数

ルート整備を推進する。また、現在α線、β線で使用されている車両は約 20 年前に導入

されたものであり、移動等円滑化が十分になされていないことから、α線、β線で新型

車両○○型の導入を推進し、2022 年までに全ての車両を置き換える。

（２）役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練、広報・啓発等に関する事項

①特に駅ホームと列車乗降口との間の段差や隙間の解消ができていないホームのあるＧ

駅、Ｈ駅等において、車椅子のお客様の乗降のお手伝いができるよう、渡り板等の設

備を使用して、乗降するために必要となる役務を提供する。

②構造上の理由により障害者対応型トイレの設置が困難なＥ駅、Ｆ駅等においては、近

接する障害者対応型トイレを設置している商業施設等を駅係員が案内できるよう調整

する。

③当社では音声による駅構内での情報提供について対応が遅れていたため、利用者数が

特に多いＢ駅、Ｃ駅において自動音声によりトイレ等の位置を案内する設備を設ける

など、音声案内を充実させる。

④駅係員によって対応が異なるというご意見を頂くため、2020 年度までに全ての駅係員

に対して、国土交通省が定める「公共交通事業者に向けた接遇研修モデルプログラム」

に準拠した研修を行う。

⑤特に新しくバリアフリートイレを設置したＩ駅、Ｊ駅等において、一般の利用者の方

に対して、当該トイレを優先的に使用する方が適正に利用できるよう、マナー啓発の

ための放送を行う。

（１）旅客施設及び車両等の整備に関する事項

バリアフリー法に基づく駅の段差解消に向けて、計○駅では橋上駅舎化により、計△

駅でスロープやエレベーターを設置し、また、トイレのバリアフリー化に向けて、計▲

駅でトイレの改修を 2021 年度までに完了させる。また、老朽化した車両をバリアフリー

化された車両に順次更新し、2021 年度までに計◆両導入する。

（２）役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練、広報・啓発等に関する事項

①車椅子のお客様から乗降補助の依頼があった場合に備えて、渡り板等の設備を速やか

に使用できる場所に配備する。

②無人駅又は小規模駅において、事前連絡又は駅に設けたインターホンから乗降補助の

連絡があれば、近隣の主要な駅などから係員が対応する仕組みを導入する。
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③導入にあたり、事前連絡するための連絡先及び駅のインターホンについて、ウェブサ

イトや駅で広告することにより、取組の周知を行う。

④また、仕組みの導入に伴い、乗降補助の連絡を受けた際に係員が対応できるようにす

るための研修を実施する。

⑤駅のバリアフリートイレ、車両の優先席等、当該施設を優先的に使用する方がいる設

備について、一般の利用者に対して、適正な利用のマナー啓発のためのポスターやス

テッカーの掲示を行う。
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II 移動等円滑化に関する措置

現状の課題及び中期的な対応方針を踏まえ、当該年度に実施する取組を記載する。実現に複

数年を要する取組については、調査や設計などの取組のプロセスも記載することが望ましい。

取組を記載するに当たっては、判断基準告示の「二 移動等円滑化のために公共交通事業者

等が講ずべき措置」に記載している取組を斟酌し、自社の「現状の課題及び中期的な対応方針」

に対応するものを記載する。ただし、記載する取組は、判断基準告示に記載した取組に限るも

のではない。

なお、年度単位など短期的な取組の検討に当たって効率化や負担軽減のため、関連する取組

の実施時期、ハード整備のメンテナンスや更新時期、補助金等を含めた予算状況等に留意する。

【関係条文】

〇判断基準告示（抄）

二 移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置

１ 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

公共交通事業者等は、法第八条第一項で定める新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に

適合させ、その機能を維持するとともに、既存の旅客施設及び車両等についても、一１で掲げる

目標を達成するため、計画的に、移動等円滑化に努めるものとする。

なお、移動等円滑化された旅客施設及び車両等については、既存のものを含め、設置時と同等

の機能を維持するため、定期的な点検その他の必要な措置を講ずることが求められる。

２ 旅客施設及び車両等を使用した適切な役務の提供のために必要な措置

公共交通事業者等は、新設等した旅客施設及び車両等について、役務の提供の方法に関する基

準を遵守するものとする。さらに、既存の旅客施設及び車両等についても、一２で掲げる目標を

達成するため、役務の提供の方法に関する基準の遵守に努めるものとする。

また、役務の提供の方法に関する基準を遵守するために、必要に応じて、次の措置に努めるもの

とする。

イ 旅客施設及び車両等に設置されたバリアフリーに関する施設及び設備等の操作及び維持管理

の方法等、役務の提供の方法に関する基準を遵守するためのマニュアルを作成すること。

ロ 役務の提供の方法に関する基準を遵守するために必要な職員の教育訓練を実施すること。

ハ 公共交通移動等円滑化基準において人的対応を行うことを前提にハード面の措置を講じるこ

とが免除されている場合は利用者支援等のノウハウを持つ職員に常時対応させるなど、必要な

体制を確保すること。

３ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、

旅客施設における誘導その他の支援

公共交通事業者等は、一３で掲げる目標を達成するため、利用者の意思を確認して、必要に応

じて、次の措置の実施に努めるものとする。

イ 旅客施設、営業所又は案内所において、段差昇降の支援、声かけ、誘導案内等を実施すること。

ロ 無人又は小規模の旅客施設においても、近隣の主要な旅客施設から人員を派遣するなど、旅客

支援を可能な限り行うこと。

ハ 旅客施設において障害者対応型便所等のバリアフリー設備が無く、近隣の施設にバリアフリー

設備がある場合は、当該施設の設備を案内すること。

ニ 車両等への乗降又は車内での移動について支援を実施すること。

ホ 介助支援器具を導入すること。

４ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

公共交通事業者等は、一４で掲げる目標を達成するため、必要に応じて、次の措置に努めるも
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のとする。

イ 旅客施設及び車両等において、当該旅客施設及び車両等のバリアフリー情報、運行情報等公共

交通機関を利用する上で必要な情報及び緊急時の情報について、案内板、標識、音声案内、筆

談器具を用いたコミュニケーション等多様な手段によって、提供すること。

ロ 旅客施設及び車両等外であっても、ウェブサイト、パンフレット、スマートフォンのアプリケ

ーション、外壁における標識、電話による問合せ対応等により、高齢者、障害者等が支障なく利

用できるように情報を提供すること。

ハ 視覚情報として大きな文字又は適切な色の組合せや書体の使用、図記号又は平仮名による併記

等を行うこと、聴覚情報としてはっきりした音声により聞き取りやすく放送すること等、わか

りやすく情報提供すること。

５ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

公共交通事業者等は、一５で掲げる目標を達成するため、必要に応じて、次の措置に努めるも

のとする。

イ 基本理念及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）

その他の関連法令に対する理解を深め、職員の遵法意識を向上させる研修を実施すること。

ロ 高齢者、障害者等の多様なニーズ及び特性を理解し、それに応じた対応方法を習得する研修を

実施すること。

ハ 自社が事業の用に供する旅客施設及び車両等の移動等円滑化の状況を理解する取組を実施す

ること。

ニ バリアフリーに関する設備、備品等の取扱方法の習熟のため、実物又はこれに類するものを使

用した教育訓練を実施すること。

ホ 高齢者、障害者等が参画する研修を実施すること。

ヘ 国土交通省のガイドライン等を踏まえ、接遇に関する対応マニュアルを作成すること。

ト 手話の習得や障害者支援に関する資格の習得等、職員のスキルの向上につながる取組の実施及

び奨励を行うこと。

６ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に

ついての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

公共交通事業者等は、一６で掲げる目標を達成するため、必要に応じて、次の措置に努めるも

のとする。

イ 国土交通省が実施する車椅子使用者用便所その他の高齢者障害者等用施設等に係る啓発キャ

ンペーンに参加し、マナー啓発のためのポスターの掲示、放送による呼びかけ等を行うこと。

ロ 高齢者障害者等用施設等の適正な利用に係る基本的な考え方について、放送等を通じて利用

者への周知を図ること。

ハ 高齢者障害者等用施設等の適正な利用に係る基本的な考え方を職員に周知し、高齢者障害者

等の適正な利用に必要な一般の利用者への声かけ等を行うこと。

（記載例）

① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

対象となる旅客施設

及び車両等

計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

Ａ駅

Ｂ駅

・1番線ホームの移設に併せ、１番線ホームとコンコースを結ぶ障害
者対応型エレベーターを大型化する。（2021～2023 年度）

・２番線ホームとコンコースを結ぶ障害者対応型エレベーターを２
基設置する。（2021 年度）

・南口とコンコースを結ぶ障害者対応型エレベーターを２基設置す
る。（2021 年度）
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② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主

務省令で定める基準を遵守するために必要な措置

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介

助、旅客施設における誘導その他の支援

○○型車両（α線）

○○型車両（β線）

・α線に新型車両の○○型を３編成導入する。（2021 年度）

・β線に新型車両の○○型を５編成導入する。（2021 年度）

対策 計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

役務の提供のための
マニュアルの作成

渡り板を使用した役
務の提供の教育訓練

聴覚障害のある方に
対応できる職員の確
保

設備の定期点検

・車椅子のお客様の乗降をお手伝いするためのマニュアル及び視覚

障害のあるお客様に対する案内放送のマニュアルを作成する。

（2021 年度）

・駅ホームにおいて、車椅子のお客様の乗降のお手伝いができるよ

う、駅係員に対して渡り板を使用した役務の提供の教育訓練を実施

する。（2021 年度）

・職員を置くこととしている乗車券等販売所・案内所において、聴覚

障害のある方からの文字による意思疎通の申し出に対応できるよ

うに、職員の配置、勤務体制の確保を図る。（2021 年度）

・エレベーター、可変式情報表示装置等の施設構内の各設備につい

て、障害のある方に対し、必要な役務が提供できるよう、設備の点

検を定期的に実施する。（2021 年度）

対 策 計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

近隣施設への誘導

人員配置の工夫

ダイヤルサービスの
提供

障害者の接遇に関す
る民間資格をもつ職
員の配置

・構造上の理由により駅構内に障害者対応型トイレを設置すること
が困難であるＥ駅について、近接する商業施設の管理者と調整し、
駅利用者が当該施設の障害者対応型トイレを利用できるようにし
た上で、駅係員が当該施設の障害者対応型トイレまで誘導できる
体制を整える。（2021 年度）

・Ｂ駅では、朝ラッシュ時の利用者が多く、旅客支援に対応できる駅
員の数が不足しているため、その時間帯のみ隣駅の駅員を配置し
旅客支援にも対応できる体制を整える。（2021 年度）

・Ｄ駅では、2021 年度から無人化されることに伴い、駅構内に近隣
の有人駅の係員と通話できる設備を設けることで、遠隔で旅客の
誘導が行えるようにする。（2021 年度）

・一日当たりの平均利用者数が 3000 人以上の駅には、障害者の接遇
に関する民間資格をもつ職員を１名以上配置する。（2021 年度）
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④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な

配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

「４.１ ハード整備（旅客施設及び車両等）」～「４.６ 広報・啓発」に公共交通事業者等にお

ける取組事例を記載している。

対 策 計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

駅構内での自動音声
案内の実施

音声による情報提供
の拡充

ヒアリングループの
活用

・Ｂ駅において、自動音声によりトイレ等の場所を案内できる設備を
設ける。（2021 年度）

・画面だけでなく、音声によっても運行情報や駅構内のバリアフリー
情報を提供できる機能を有するスマートフォンアプリを配信する。
（2021 年度）

・Ｃ駅において、ヒアリングループを導入して聴覚障害者に配慮した
形で情報提供を行う。（2021 年度）

対 策 計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

接遇研修の実施

障害者が参画する研
修の実施

障害者の接遇に関する
民間資格の取得促進

・全ての駅係員に対して、国土交通省が定める交通事業者向け接遇
研修モデルプログラムに準拠した研修を行う。（2021 年度～2022
年度）

・障害当事者による共生社会の実現等の意義についての講話を全職
員に受講させる。（2021 年度～2023 年度）

・職員の資格習得に係る経費の一部を当社が負担するよう検討を行
う。（2021 年度）

対策 計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

「ベビーカーキャン

ペーン」ポスターの

掲示

車内放送による優先

利用の周知

一般利用者への声か

け

・国土交通省が作成する「ベビーカーキャンペーン」ポスターを施設

構内に掲示し、ベビーカーをお使いのお客様が安全に安心してご利

用いただけるよう、啓発を行う。（2021 年度）

・車内放送により、車両の優先席、車椅子スペース等の設備を必要と

されているお客様が適正に利用できるよう、優先利用の周知を行

う。（2021 年度）

・施設構内のバリアフリートイレ、エレベーター等の設備を必要とさ

れているお客様が適正に利用できるよう、職員が一般の利用者に対

して声かけを行う。（2021 年度）
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III 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

バリアフリー化を推進するために、「Ⅱ 移動等円滑化に関する措置」に記載した具体的な措

置と併せて、実施する事項を記載する。

記載する事項としては、判断基準告示の「三 目標を達成するために二で定める措置と併せ

て講ずべき措置」に記載している取組を斟酌し、社内の組織体制、関係者との連携体制、PDCA

サイクルの仕組み等、自社の「現状の課題及び中期的な対応方針」に対応するものを記載する。

ただし、記載する取組は、判断基準告示に記載した取組に限るものではない。

【関係条文】

〇判断基準告示（抄）

三 目標を達成するために二で定める措置と併せて講ずべき措置

公共交通事業者等が、目標を達成するために、二で定める措置と併せて、次の措置を実施することが

望ましい。

イ 予約時及び利用時の利便性向上や高齢者、障害者等以外の利用者に対する必要な協力の呼びかけ等、

高齢者、障害者等が公共交通機関を利用しやすい環境を整備すること。

ロ 移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成や交通結節点における施設整備、旅客支援及び情報提供

に関して関係者と連携すること等により、移動の連続性に配慮すること。

ハ 他の公共交通事業者等又は旅客特定車両停留施設を管理する道路管理者から移動等円滑化に係る

措置に関する協議を求められた際は、協議に誠実に応じるとともに、建設的な議論を行うこと。

ニ 移動等円滑化のための措置に関し、事前の検討段階や事後の評価段階において高齢者、障害者等の

意見を聴くなど、可能な限りその意見を反映させるための措置を講ずること。

ホ 外部の視点を取り入れつつ、現状の課題を分析し、中期的な対応方針を定めたうえで、ＰＤＣＡサ

イクルを適切に回し、計画的に移動等円滑化を実施すること。

ヘ 社内に移動等円滑化に関する責任者を置くなど移動等円滑化の推進体制を構築すること。

（記載例）

「４.７ 併せて講ずべき措置」に公共交通事業者等における取組事例を記載している。

IV 前年度計画書からの変更内容

Ⅱについて前年度計画書からの変更した内容とその理由を記載する。

前年度計画書に記載した内容について、進捗状況が遅れている、他の対策を優先すべき事態

が発生したといった場合には、必要に応じて、対策の内容や実施時期等を変更し、その旨を記

載する。

・本社内にバリアフリー推進室を設置し、社として推進体制を構築する。

・Ｂ駅でのエレベーター設置工事は、Ｂ市基本構想に基づく公共交通特定事業として実施す

る。

・Ｅ駅を含む地区においてＥ市が基本構想を作成中であり、当社も協議会に参加し、必要な協

力を行う。
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（記載例）

V 計画書の公表方法

本計画書の公表方法を記載する。

（記載例）

VI その他計画に関連する事項

Ⅲの記載事項以外でバリアフリー化を計画的に推進するための事項を記載する。公共交通事

業者等において、取組の実行性を担保するためには、事業全体の中でバリアフリー化の取組を

位置づけるなど、バリアフリー化に対する姿勢を明確にする必要がある。

そのため、事業全体に関わる中期的な計画などにバリアフリー化の取組を位置づけ、これと

ハード・ソフト取組計画と整合を図ることが望ましい。

このように、ハード・ソフト取組計画と中期的な計画を関連づける場合には、その旨を記載

する。

（記載例）

対象となる旅客施設及

び車両等又は対策
変 更 内 容 理 由

Ｃ駅 ・エレベーターの設置時期を昨年

度から今年度に変更する。

・エレベーター設置前に必要な

地下工事が長期化したため

・自社ウェブサイトにて公表する。（公表 URL）

・営業所にて掲載する。

・中期的な対応方針に記載された事項については、当社の中期経営計画に位置づけられてい

る。



２５

４ ハード対策・ソフト対策の取組事例

前章において、判断基準告示及び取組計画書の記載例を示しているところであるが、計画を作

成するに当たり参考となる、ハード対策・ソフト対策の取組事例を紹介する。

４.１ ハード整備（旅客施設及び車両等）

効果的・効率的なバリアフリー対策例

・旅客施設、車両等のメンテナンス・更新サイクルに合わせたバリアフリー化→【事例

１】、【事例２】

・旅客施設、車両等の整備に関する共通ルールを導入し、一体的、連続的なハード整備

を実現→【事例３】、【事例４】

・他機関との連携による、効果的、効率的なハード整備→【事例５】

【事例１】駅、ホームの改良に合わせたバリアフリー化

（鉄道）

・駅改良やホーム嵩上げなどの他施策と併せて、ホームの点状ブロックを内方線の付いたも

のへ取替えることにより、内方線付き点状ブロックの整備を促進

【事例２】車両の更新サイクルに合わせた UDタクシーの導入

（タクシー）

・全ての車両を UDタクシーとする方針を立て、通常の車両の更新に合わせて、UD タクシー

を導入し、５年程度で全車が UDタクシーに入れ替わる見込み

【事例３】旅客ターミナルの整備に関する共通ルールを導入し、一体的なハード整備を実現

（旅客ターミナル）

・独自の建築デザインの共通ルールを定め、複数あるターミナルの整備に反映することで、

国際空港として相応しい、高い水準のバリアフリー化を目指す

【事例４】船舶の搭乗口の位置を統一し、旅客ターミナルとの連続的な移動経路を実現

（旅客船）

・自社の旅客ターミナルのボーディングブリッジに接続できるよう、船舶の搭乗口の位置は

同じになるよう設計し、車椅子使用者は全ての旅客ターミナルにおいて自力で乗船が可能

【事例５】他の事業者との連携による自社のみでは難しいハード対策の実現

（鉄道）

・複数の事業者が乗り入れる鉄道駅において、事業者同士が協力し、一体的にバリアフリー

化工事を実施することで、利便性が高い乗り換えルートを効率的に整備



２６

４.２ 役務の提供

効果的・効率的なバリアフリー対策例

・役務の提供の方法に関する各種マニュアルの改訂→【事例６】

・役務の提供の方法に関する職員の定期的な教育訓練→【事例７】、【事例８】

・人的対応を行うノウハウを持つ職員の配置→【事例９】

・役務の提供を行うための設備の定期点検→【事例１０】

【事例６】各種対応マニュアルの作成・改訂

（鉄道）

・「お客様サービスマニュアル」「業務放送の手引き」等の各種マニュアルについて、必要な

更新を実施し、また、これらのマニュアルに基づいた教育を、駅係員については年間 2回

実施する

【事例７】渡り板の操作に関する教育

（鉄道）

・渡り板等による必要な役務の提供を行えるよう、職員への教育を随時実施する

【事例８】リフト付きタラップの操作に関する教育

（航空）

・車椅子使用者が円滑に乗降できるよう、リフト付きタラップの適切な操作に関する教育を

継続する

【事例９】筆談具を用いた対応を行う職員の確保

（バス）

・聴覚障害者からの求めに応じて、筆談具を用いて応じられるよう、職員への教育を随時実

施する

【事例１０】施設・設備の定期点検

（バス）

・バス接近情報表示装置やデジタルサイネージ等を使用して、運行情報を文字及び音声によ

り提供できるよう、設備の点検を実施する



２７

４.３ 旅客支援

効果的・効率的なバリアフリー対策例

・ハードの不足箇所におけるソフトによる補完→【事例１１】

・無人駅における旅客支援体制の構築→【事例１２】

・ボランティア団体等との連携→【事例１３】

・関係機関の連携による連続的な旅客支援→【事例１４】

【事例１１】ホームドアが設置されていない鉄道駅における人手による旅客支援

（鉄道）

・特別支援学校の最寄駅で、早朝深夜を除き、係員を配置し、

声かけ、見守りを実施

・可動式ホーム柵設置が望ましいが、乗降人員が少ないため、

迅速かつ大きな設備投資なくできる対策を実施

【事例１２】複数の無人駅をカバーする旅客支援体制の構築

（鉄道）

・無人駅又は小規模駅において、事前連絡又は駅に設けたインターホンから乗降補助の連絡

があれば、近隣の主要な駅などから係員が対応する仕組みを導入した。

・早朝・夜間に無人となる駅における対応を一元的に管理する効率的な体制を構築

注）無人駅における対応事例を示したものであり、無人駅化を推奨するものではない。

【事例１３】学生ボランティアによる旅客支援

（鉄道）

・大学のボランティア団体と連携し、駅構内で障害者の接遇に関する資格を持つ学生ボラン

ティアによる旅客支援（見守り、案内等）を実施

【事例１４】旅客ターミナルにおける関係機関の連携による乗降支援

（旅客船）

・バス～旅客ターミナル～旅客船の乗降の支援を関係機関が連携して実施するため、関係者

間で支援が必要な利用者の情報を共有し、人員を配置



２８

４.４ 情報提供

効果的・効率的なバリアフリー対策例

・ICT を活用したリアルタイムの情報提供→【事例１５】、【事例１６】

・優先順位をつけた情報提供設備の計画的な整備→【事例１７】

・多様な障害特性に応じた情報提供→【事例１８】、【事例１９】 等

【事例１５】車内案内表示器によるリアルタイムなバリアフリー情報等の提供

（鉄道）

・車両の乗降口上部に視認性の高いフルハイビジョンに対応した車内案内表示器を設置

・GPS 情報による現在位置の認識に

より、行き先・列車種別の運行情報

の他、次の停車駅のバリアフリー

情報を提供

【事例１６】改札口への情報ディスプレイの設置

（鉄道）

・通常はイベントの告知やマナー啓発などを表示しているが、運行

情報を発信する際は、運休区間や遅延区間が図表で速報できる

ようになった

【事例１７】列車接近案内装置の計画的な整備

（鉄道）

・列車接近案内装置（文字及び音声）のプラットホームへの設置

・高額な投資となったが、計画的に優先順位をつけて整備し、全駅に設置完了

【事例１８】多様な手段で利用者からの問合せを受け付ける窓口の設置

（鉄道、バス）

・利用者からの問い合わせや意見、要望等を電話、ファックスやウェブサイトの問合せフォ

ームで受け付ける窓口を設置

【事例１９】発達障害を持つ子供に向けたパンフレットの作成

（航空）

・発達障害の子供など初めての経験や慣れない環境に不安を持つ利用者向けに、搭乗手続き

方法や機内での過ごし方を予習・練習できるパンフレットを専門医の意見も取り入れ作成

・動画版も作成し、ウェブサイトで公開



２９

４.５ 教育訓練

効果的・効率的なバリアフリー対策例

・旅客に接する職員のみならず、事務・管理部門職員等を対象とした教育訓練→【事例

２０】、【事例２１】

・スキルの定着・向上のため、継続的な教育訓練→【事例２２】

・教育訓練内容の継続的な見直し→【事例２３】

・外部機関が実施する研修への参加、通信教育の受講等多様な機会の活用 等

【事例２０】旅客に接する職員を対象とした研修

（鉄道）

・駅で業務する全社員を対象に体の不自由なお客さまのサポートを含めた接客ロールプレイ

ングを行う研修や勉強会を実施

・接客選手権を開催し、丁寧かつ正しいサポート方法を水平展開

【事例２１】管理部門・技術系職員を対象とした研修

（鉄道）

・視覚障害者等のホームからの転落事故防止のため、

ハード・ソフト両面から対策を実施

・ソフト面においては、本社職員・技術系職員に対し

て、「声かけ」「誘導案内」「見守り」研修を実施し、

多くの社員による対応を心掛け、安全性向上を推進

【事例２２】スキルの定着・向上のため継続的な研修

（旅客ターミナル）

・国際線ターミナルのコンシェルジュは、障害者の接遇に関する資格を全員取得

・より高度な能力を維持するため、ステップアップ研修を毎年内容を変えて実施

【事例２３】接客サービスに関するマニュアルの継続的な見直し

（鉄道）

・接客サービスのマニュアルを関係社員に配布するとともに、研修時の資料として活用

・より良い内容とするよう継続的な見直しを行っており、平成 30年度の改訂にあたり、「公

共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」の内容を反映



３０

４.６ 広報・啓発

効果的・効率的なバリアフリー対策例

・国が実施する啓発キャンペーンへの参加によるマナー啓発→【事例２４】

・高齢者障害者等用施設等の適正な利用に係る基本的な考え方についての、一般の利用

者への周知→【事例２５】、【事例２６】、【事例２７】

・高齢者障害者用等施設等の適正な利用に係る基本的な考え方についての、職員への周

知、一般の利用者への声かけ→【事例２８】

【事例２４】ベビーカーキャンペーンの実施

（鉄道）

・ベビーカーをお使いのお客さまが安全に安心して鉄道をご利用いただけるよう、国土交通

省が作成するポスターの趣旨に賛同し、啓発活動に協力する

【事例２５】ステッカー、ピクトグラムによる優先利用の表示

（鉄道）

・必要とされているお客様が円滑に利用出来るよう、エレベーターに高齢者やお体の不自由

なお客様等の優先利用を啓発するステッカーを掲出することや、バリアフリートイレに車

椅子等のピクトグラムを表示することで優先利用の啓発を行う

【事例２６】車内放送による優先利用の啓発

（バス）

・車内放送等で、優先席の適正な利用に関する呼び掛けを随時実施する

【事例２７】デジタルサイネージ等の媒体を用いた優先利用の周知

（旅客ターミナル）

・国土交通省が作成しているトイレ利用に関する啓発コンテンツや優先席の適正利用に関し

て、デジタルサイネージやポスター等の媒体を用いた館内におけるお客様向け周知を継続

的に実施し、当該施設等の円滑利用の広報活動に努める

【事例２８】声かけ・サポート運動の実施

（鉄道）

・鉄道をご利用になるお客さまが安全、かつ安心して駅等の施設をご利用していただくため

に、お困りになっているお客さまへ積極的に社員からお声かけし、またご利用のお客さま

にもお困りの方に対して助け合いのご協力を呼びかける取り組み「声かけ・サポート運動」

を実施し、また同取り組みのポスターを駅に設置する



３１

４.７ 併せて講ずべき措置

効果的・効率的なバリアフリー対策例

・予約時の利便性向上等による障害当事者等が利用しやすい環境整備→【事例２９】

・関係者との連携による移動の円滑化への配慮→【事例３０】

・障害当事者等の意見を反映させるための仕組み→【事例３１】

・外部の視点を取り入れた PDCA サイクルの仕組み→【事例３２】

・バリアフリー化の責任者を置いた推進体制→【事例３３】

【事例２９】障害当事者等を対象とした公共交通機関の利用体験ツアーの開催

（旅客ターミナル、航空）

・空港、航空機という特殊な環境に不安を持つ発達障害者向けに、空港での保安検査や搭乗

手続き、実際の航空機内でのサービスを疑似体験するツアーを開催

【事例３０】沿線自治体のバリアフリー基本構想への参画

（バス）

・バリアフリー基本構想を推進する中で自治体から、ノンステップバス導入やバス停の上屋、

ベンチ設置など要望があり、その中から、実施可能なものを特定事業計画に位置付け

【事例３１】障害当事者等の意見の把握

（バス）

・ウェブサイトや電話などで寄せられる要望を担当部署に伝えるとともに、対応を返答

【事例３２】外部の視点を取り入れた PDCA の仕組み

（旅客ターミナル）

・個別の対策レベル、事業者全体レベルでの PDCAを実施

-個別の対策レベル：取組実施後、担当部署、専門家を中心に確認と評価を実施

-事業者全体のレベル：2年に一度、自己評価及び第三者評価を実施

【事例３３】バリアフリー化の取組を一元的に取り扱う担当部署

（鉄道）

・バリアフリー化は関係する部署が多いことから、土木部門が社内主管を務め、社内のとり

まとめ、全体調整や対外的な調整を一元化
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５ ハード・ソフト取組計画の提出・公表

作成したハード・ソフト取組計画は、法第９条の４及び第９条の６に基づき、国土交通省に提

出し、その後、遅滞なく公表する。

１）提出

作成したハード・ソフト取組計画は、施行規則第６条の３に掲げる表に応じて、それぞれの

所管部署に提出する。

提出の期限は計画年度の 6月末までである。

＜ハード・ソフト取組計画の提出先＞

２）公表

作成したハード・ソフト取組計画は、施行規則第６条の６に基づき、提出後遅滞なく、イン

ターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

具体的には、自社のウェブサイトに掲載する、自社のウェブサイトが無い場合は、旅客施設

や営業所等に備え付け、必要に応じて供覧できるようにするなどが考えられる。

公共交通事業者等の区分 提出先

・鉄道事業法による鉄道事業者

・軌道法による軌道経営者

・道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業者

・道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業者

・道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業者

・自動車ターミナル法によるバスターミナル事業を営む者

主たる事務所を管轄する地方運

輸局長

・海上運送法による一般旅客定期航路事業者

・海上運送法による旅客不定期航路事業者

主たる事務所を管轄する地方運

輸局長（運輸監理部長を含む。）

・航空法による特定本邦航空運送事業者（航空法施行規則第

240 条第１項第２号に規定する特定本邦航空運送事業者）

国土交通大臣

・航空法による本邦航空運送事業者（特定本邦航空運送事業

者を除く。）

・航空旅客ターミナル施設を設置し、又は管理する者

主たる事務所を管轄する地方航

空局長

・海上運送法による輸送施設（船舶を除く。）を設置し、又

は管理する者

主たる事務所を管轄する地方整

備局長又は北海道開発局長
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６ 措置の実施状況等の報告・公表

前年度に提出したハード・ソフト計画の実施状況等について、法第９条の５及び第９条の６に

基づき、国土交通省に報告し、その後、遅滞なく公表する。

１）報告

告示の定める様式にしたがって、前年度のハード・ソフト取組計画に記載した取組の実施状

況等を国土交通省に報告する（報告先は、取組計画書と同じ）。

なお、前述のとおり、報告書は、現行の移動等円滑化実績報告書にならい、様式を旅客施設

と車両等に分けているため、旅客施設と車両等の双方を管理している事業者はそれぞれ作成す

る必要がある。

報告書の記載項目は、以下のとおりである。

＜報告書の記載項目＞

Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

（２）移動等円滑化の促進のため（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

（３）報告書の公表方法

（４）その他

Ⅱ 移動等円滑化の達成状況

Ⅲ 施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

なお、報告の期限は、計画年度の翌年度 6月末までである。

（記載例）

Ⅰ 前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

① 鉄道駅を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

対象となる鉄道駅
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

Ａ駅 ・1番線ホームの移設に併せ、１番線ホー
ムとコンコースを結ぶ障害者対応型エ
レベーターを大型化する。（2021～2023
年度）

2021 年度は詳細設計を実

施した。

： ： ：



３４

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主

務省令で定める基準を遵守するために必要な措置

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての

介助、旅客施設における誘導その他の支援

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

役務の提供のためのマ

ニュアルの作成

・車椅子のお客様の乗降をお手伝いする

ためのマニュアルや視覚障害のあるお

客様に対する案内放送のマニュアルを

作成する。（2021 年度）

乗降のお手伝いのマニュ

アル及び案内放送のマニ

ュアルについて、計画通

り作成した。

： ： ：

対策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

障害者の接遇に関する

民間資格をもつ職員の

配置

・一日当たりの平均利用者数が 3000 人

以上の駅には、障害者の接遇に関する

民間資格をもつ職員を１名以上配置す

る。（2021 年度）

民間資格をもつ職員につ

いて、一部の駅では 2022

年度中に配置することと

なった。

： ： ：

対策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

駅構内での自動音声案
内の実施

・Ｂ駅において、自動音声によりトイレ
等の場所を案内できる設備を設ける。
（2021 年度）

計画の通り実施済み

： ： ：

対策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

接遇研修の実施 ・全ての駅係員に対して、国土交通省が
定める交通事業者向け接遇研修モデル
プログラムに準拠した研修を行う。
（2021 年度～2022 年度）

約半数の駅係員に対し

て、研修を実施した。

： ： ：
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⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮

についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

・本社内にバリアフリー推進室を設置し、社として推進体制を構築した。

・Ｂ駅でのエレベーター設置工事は、Ｂ市基本構想に基づく公共交通特定事業として実施し

た。

・Ｅ駅を含む地区においてＥ市が基本構想を作成中であり、当社も協議会に参加し、必要な

協力を行った。

（３）報告書の公表方法

・自社ウェブサイトにて公表した。（公表 URL）

（４）その他

特になし

対策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

「ベビーカーキャンペ

ーンポスター」の掲示

・国土交通省が作成する「ベビーカーキ

ャンペーン」ポスターを施設構内に掲

示し、ベビーカーをお使いのお客様が

安全に安心してご利用いただけるよ

う、啓発を行う。（2021 年度）

ポスター掲示について、

計画通り実施した。

： ： ：
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Ⅱ 移動等円滑化の達成状況

Ⅲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に

関する事項

２） 公表

ハード・ソフト取組計画と同様の方法で、報告後遅滞なく、公表する。

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が 3000 人以上の鉄道駅を設置

又は管理している。
○

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が 3000 人以上３万人未満の鉄

道駅を設置又は管理しており、かつ、以下のいずれかに該当する。

①中小企業者でない。

②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を 50％以上所有しているか、

又は自社に対し 50％以上出資している中小企業者である。

鉄道駅の
名称

路線名 所在都
道府県
市町村

一日当
たりの
利用者
数

有人駅
、無人
駅の別

公共交
通移動
等円滑
化基準
省令適
合の有
無

段差へ
の対応

プラッ
トホー
ムの数

段差が解
消されて
いるプラ
ットホー
ムの数

エレベ
ーター
の設置
基数

エスカ
レータ
ーの設
置基数

その他
の昇降
機の設
置基数

傾斜路
の設置
箇所数

視覚障害
者誘導用
ブロック
の設置の
有無

案内設
備の設
置の有
無

障害者
対応型
便所の
設置の
有無

障害者
対応型
改札口
の設置
の有無

障害者
対応型
券売機
の設置
の有無

車椅子使
用者の円
滑な乗降
が可能な
プラット
ホームの
数

転落防止
のための
設備の設
置の有無

駅 線 県　市 人 基
（　）

基
（　）

基 箇所
（　）

(合計)
計　駅

駅 駅 駅 基
（　）

基
（　）

基 箇所
（　）

駅 駅 駅 駅 駅 駅

（　　年３月31日現在）
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参考 移動等円滑化取組計画書記載例（モード別）

移動等円滑化計画書について、各モードにおける記載例を次頁より紹介する。

「３．６ 計画の記載内容と作成方法」の内容を理解した上で、以降の記載例（他モードの

記載例含む）を計画書作成の際の一助とされたい。

【記載例】

鉄道・軌道（施設単位で記載） …………………………………………………………Ｐ． ３８

鉄道・軌道（施設単位で記載していない） ……………………………………………Ｐ． ４３

乗合バス車両 ………………………………………………………………………………Ｐ．４８

バスターミナル ……………………………………………………………………………Ｐ．５２

貸切バス車両 ………………………………………………………………………………Ｐ．５６

福祉タクシー車両 …………………………………………………………………………Ｐ．６０

旅客船・旅客船ターミナル ………………………………………………………………Ｐ．６３

航空機 ………………………………………………………………………………………Ｐ．６７

航空旅客ターミナル ………………………………………………………………………Ｐ．７１
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第１号様式（日本工業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組計画書
（鉄道・軌道記載例１※中期経営計画等に施設単位で記載している場合）

令和 ○○年 ○月 ○日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次のとお
り提出します。

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

住 所 ○○県△△市□□町 ●●１－２－３
××ビル 階

事業者名 ○○鉄道株式会社
代表者名（役職名及び氏名）

代表取締役 ○○ ○○

（１）旅客施設及び車両等の整備に関する事項
当社では 2015 年度に全駅において１ルート整備を達成しているが、エレベーターによ

る１ルート整備率は 2018 年度末時点で 80％である。こうした現状を踏まえ、2022 年ま
でに全駅でエレベーターによる１ルート整備を実施するほか、周囲に病院があるために移
動等円滑化の必要性が特に高いＡ駅、Ｂ駅においてエレベーターによる複数ルート整備を
推進する。また、現在α線、β線で使用されている車両は約 20 年前に導入されたもので
あり、移動等円滑化が十分になされていないことから、α線、β線で新型車両○○型の導
入を推進し、2022 年までに全ての車両を置き換える。

（２）役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練等、広報・啓発に関する事項
①特に駅ホームと列車乗降口との間の段差や隙間の解消ができていないホームのある G
駅、H駅等において、車椅子のお客様の乗降のお手伝いができるよう、渡り板等の設備
を使用して、乗降するために必要となる役務を提供する。

②構造上の理由により障害者対応型トイレの設置が困難なＥ駅、Ｆ駅等においては、近接
する障害者対応型トイレを設置している商業施設等を駅係員が案内できるよう調整す
る。

③当社では音声による駅構内での情報提供について対応が遅れていたため、利用者数が特
に多いＢ駅、Ｃ駅において自動音声によりトイレ等の位置を案内する設備を設けるな
ど、音声案内を充実させる。

④駅係員によって対応が異なるというご意見を頂くため、2021 年度までに全ての駅係員
に対して、国土交通省が定める「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及び「交
通事業者向け接遇研修モデルプログラム」に準拠した研修を行う。

⑤特に新しくバリアフリートイレを設置した I駅、J 駅等において、一般の利用者に対
して、当該トイレを優先的に使用する方が適正に利用できるよう、マナー啓発のため
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Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務
省令で定める基準を遵守するために必要な措置

の放送を行う。

対象となる旅客施設
及び車両等

計 画 内 容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

Ａ駅

Ｂ駅

○○型車両（α線）

○○型車両（β線）

・1番線ホームの移設に併せ、１番線ホームとコンコースを結ぶ障害
者対応型エレベーターを大型化する。（2021～2023 年度）

・２番線ホームとコンコースを結ぶ障害者対応型エレベーターを２
基設置する。（2021 年度）

・南口とコンコースを結ぶ障害者対応型エレベーターを２基設置す
る。（2021 年度）

・α線に新型車両の○○型を３編成導入する。（2021 年度）

・β線に新型車両の○○型を５編成導入する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

役務の提供のための
マニュアルの作成

渡り板を使用した役
務の提供

聴覚障害のある方に
対応できる職員の確
保

設備の定期点検

・車椅子のお客様の乗降をお手伝いするためのマニュアル及び視覚
障害のあるお客様に対する案内放送のマニュアルを作成する。
（2021 年度）

・特に駅ホームと列車乗降口との間の段差や隙間の解消ができてい
ないホームのあるG駅、H駅等において、車椅子のお客様の乗
降のお手伝いができるよう、係員に対して渡り板を使用した役務
の提供の教育訓練を実施する。（2021 年度）

・職員を置くこととしている乗車券等販売所・案内所において、聴
覚障害のある方からの文字による意思疎通の申し出に対応でき
るように、職員の配置、勤務体制の確保を図る。（2021 年度）

・エレベーター、可変式情報表示装置等の駅構内の各設備について、
障害のある方に対し、必要な役務が提供できるよう、設備の点検
を定期的に実施する。（2021 年度）
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③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介
助、旅客施設における誘導その他の支援

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

近隣施設への誘導

人員配置の工夫

ダイヤルサービスの
提供

障害者の接遇に関す
る民間資格をもつ職
員の配置

・構造上の理由により駅構内に障害者対応型トイレを設置すること
が困難であるＥ駅について、近接する商業施設の管理者と調整し、
駅利用者が当該施設の障害者対応型トイレを利用できるようにし
た上で、駅係員が当該施設の障害者対応型トイレまで誘導できる体
制を整える。（2021 年度）

・Ｂ駅では、朝ラッシュ時の利用者が多く、旅客支援に対応できる駅
員の数が不足しているため、その時間帯のみ隣駅の駅員を配置し旅
客支援にも対応できる体制を整える。（2021 年度）

・現在、無人駅であるＤ駅について、2021 年度に、駅構内に近隣の
有人駅の係員と通話できる設備を設けることで、遠隔で旅客の誘導
が行えるようにする。（2021 年度）

・一日当たりの平均利用者数が 3000 人以上の駅には、障害者の接遇
に関する民間資格をもつ職員を１名以上配置する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
駅構内での自動音声
案内の実施

音声による情報提供
の拡充

・Ｂ駅において、自動音声によりトイレ等の場所を案内できる設備を
設ける。（2021 年度）

・画面だけでなく、音声によっても運行情報や駅構内のバリアフリー
情報を提供できる機能を有するスマートフォンアプリを配信する。
（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
接遇研修の実施

障害者が参画する研
修の実施

障害者の接遇に関す
る民間資格の取得促
進

・全ての駅係員に対して、国土交通省が定める「公共交通事業者に向
けた接遇ガイドライン」及び「交通事業者向け接遇研修モデルプロ
グラム」に準拠した研修を行う。（2021 年度～2022 年度）

・障害当事者による共生社会の実現等の意義についての講話を全職
員に受講させる。（2021 年度～2023 年度）

・職員の資格習得に係る経費の一部を当社が負担するよう検討を行
う。（2021 年度）
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⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配
慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

Ⅴ 計画書の公表方法

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

「ベビーカーキャン
ペーン」ポスターの
掲示

駅構内放送による優
先利用の周知

一般利用者への声か
け

・国土交通省が作成する「ベビーカーキャンペーン」ポスターを駅
構内に掲示し、ベビーカーをお使いのお客様が安全に安心してご
利用いただけるよう、啓発を行う。（2021 年度）

・特に新しくバリアフリートイレを設置した I駅、J 駅等において、
一般の利用者に対して、当該トイレを優先的に使用する方が適正
に利用できるよう、マナー啓発のための放送を行う。（2021 年度）

・駅構内のバリアフリートイレ、エレベーター等の設備を必要とさ
れているお客様が適正に利用できるよう、係員が一般の利用者に
対して声かけを行う。（2021 年度）

・他の接続する交通機関（●●鉄道等）と案内サイン等の表示を統一化する。
・本社内にバリアフリー推進室を設置し、社として推進体制を構築する。
・Ｂ駅でのエレベーター設置工事は、Ｂ市基本構想に基づく公共交通特定事業として実施す
る。

・Ｅ駅を含む地区においてＥ市が基本構想を作成中であり、当社も協議会に参加し、必要な
協力を行う。

・ウェブサイトや案内所等での障害当事者等の意見を集約し、社内で共有するとともに、特
に重要な案件については社内の定期連絡会議にて取り上げ、対応等を共有する。

・職員のバリアフリーに対する理解度を定期的に図るべく定期的に試験を行うとともに、会
社内の次年度以降の教育訓練等の方針策定の検討材料とする。

・担当部署、専門家を中心に確認と評価を実施する会議を開催する。

対象となる旅客施設
及び車両等又は対策

変 更 内 容 理 由

C駅 エレベーターの設置時期を昨年度か
ら今年度に変更する。

エレベーター設置前に必要
な地下工事が長期化したた
め

自社ウェブサイトにて公表する。（公表URL）



４２

Ⅵ その他計画に関連する事項

注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数にな
る場合には、新たに欄を設けて記入すること。

２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入すること。
３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジェクト、
経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者
の位置付け等について記入すること。

中期的な対応方針に記載された事項については、当社の中期経営計画に位置づけられてい
る。



４３

第１号様式（日本工業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組計画書
（鉄道・軌道記載例２※中期経営計画等に施設単位で記載していない場合）

令和 ○○年 ○月 ○日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次のとお
り提出します。

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

住 所 ○○県△△市□□町 ●●１－２－３
××ビル 階

事業者名 ○○鉄道株式会社
代表者名（役職名及び氏名）

代表取締役 ○○ ○○

（１）旅客施設及び車両等の整備に関する事項
バリアフリー法に基づく駅の段差解消に向けて、計○駅では橋上駅舎化により、計△駅

でスロープやエレベーターを設置し、また、トイレのバリアフリー化に向けて、計▲駅で
トイレの改修を 2021 年度までに完了させる。また、老朽化した車両をバリアフリー化さ
れた車両に順次更新し、2021 年度までに計◆両導入する。

（２）役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練等、広報・啓発に関する事項
①車椅子のお客様から乗降補助の依頼があった場合に備えて、渡り板等の設備を速やか
に使用できる場所に配備する。

②無人駅又は小規模駅において、事前連絡又は駅に設けたインターホンから乗降補助の連
絡があれば、近隣の主要な駅などから係員が対応する仕組みを導入する。

③導入にあたり、事前連絡するための連絡先及び駅のインターホンについて、ウェブサイ
トや駅で広告することにより、取組の周知を行う。

④また、仕組みの導入に伴い、乗降補助の連絡を受けた際に係員が対応できるようにする
ための研修を実施する。

⑤駅のバリアフリートイレ、車両の優先席等、当該施設を優先的に使用する方がいる設備
について、一般の利用者の方に対して、適正な利用のマナー啓発のためのポスターやス
テッカーの掲示を行う。

対象となる旅客施設 計 画 内 容



４４

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務
省令で定める基準を遵守するために必要な措置

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介
助、旅客施設における誘導その他の支援

及び車両等 （計画対象期間及び事業の主な内容）

○○線の駅

エレベーターのバリ
アフリー改修

駅トイレのバリアフ
リー化

車両の更新

・○○線について、全ての駅にホームドアを整備する。（2021 年度～
2022 年度）

・エレベーターについて、以下の駅のエレベーターを改修する。
△駅、◇駅、○駅・・・・・・・（2021 年度）

・駅トイレについて、以下の駅をバリアフリー改修する。
■駅、△駅、◇駅・・・・・・・（2021 年度）

・バリアフリー化対応した新型車両を○編成導入する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

役務の提供のための
マニュアルの作成

渡り板を使用した役
務の提供の教育訓練

聴覚障害のある方に
対応できる職員の確
保

設備の定期点検

・車椅子のお客様の乗降をお手伝いするためのマニュアル及び視覚
障害のあるお客様に対する案内放送のマニュアルを作成する。

（2021 年度）

・車椅子のお客様の乗降のお手伝いができるよう、係員に対して渡
り板を使用した役務の提供の教育訓練を実施する。（2021 年度）

・職員を置くこととしている乗車券等販売所・案内所において、聴覚
障害のある方からの文字による意思疎通の申し出に対応できるよ
うに、職員の配置、勤務体制の確保を図る。（2021 年度）

・エレベーター、可変式情報表示装置等の駅構内の各設備について、
障害のある方に対し、必要な役務が提供できるよう、設備の点
検を定期的に実施する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

乗降補助サービスの
提供

・無人駅又は小規模駅において、事前連絡又は駅に設けたインターホ
ンから乗降補助の連絡があれば、近隣の主要な駅などから係員が対
応する仕組みを導入する。(2021 年度)



４５

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮
についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

人員配置の工夫

障害者の接遇に関す
る民間資格をもつ職
員の配置

・Ｂ駅では、朝ラッシュ時の利用者が多く、旅客支援に対応できる駅
員の数が不足しているため、その時間帯のみ隣駅の駅員を配置し旅
客支援にも対応できる体制を整える。（2021 年度）

・一日当たりの平均利用者数が 3000 人以上の駅には、障害者の接遇
に関する民間資格をもつ職員を１名以上配置する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
乗降補助サービスの
提供

音声による情報提供
の拡充

・乗降補助サービスの導入にあたり、事前連絡するための連絡先及び
駅のインターホンについて、ウェブサイトや駅で広告することによ
り、取組の周知を行う。（2021 年度）

・画面だけでなく、音声によっても運行情報や駅構内のバリアフリー
情報を提供できる機能を有するスマートフォンアプリを配信する。
（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
接遇研修の実施

乗降補助サービスの
提供

障害者の接遇に関す
る民間資格の取得促
進

・全ての駅係員に対して、国土交通省が定める「公共交通事業者に向
けた接遇ガイドライン」及び「交通事業者向け接遇研修モデルプロ
グラム」に準拠した研修を行う。（2021 年度～2022 年度）

・乗降補助サービスの導入にあたり、乗降補助の連絡を受けた際に係
員が対応できるようにするための研修を実施する。（2021 年度）

・職員の資格習得に係る経費の一部を当社が負担するよう検討を行
う。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

「ベビーカーキャン
ペーン」ポスターの
掲示

車内放送による優先
利用の周知

・国土交通省が作成する「ベビーカーキャンペーン」ポスターを駅
構内に掲示し、ベビーカーをお使いのお客様が安全に安心してご
利用いただけるよう、啓発を行う。（2021 年度）

・車内放送により、車両の優先席、車椅子スペース等の設備を必要と
されているお客様が適正に利用できるよう、優先利用の周知を行
う。（2021 年度）



４６

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

Ⅴ 計画書の公表方法

Ⅵ その他計画に関連する事項

注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数にな
る場合には、新たに欄を設けて記入すること。

２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入すること。
３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジェクト、
経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者

一般利用者への声か
け

・駅構内のバリアフリートイレ、エレベーター等の設備を必要とさ
れているお客様が適正に利用できるよう、係員が一般の利用者に
対して声かけを行う。（2021 年度）

・他の接続する交通機関（●●鉄道等）と案内サイン等の表示を統一化する。
・本社内にバリアフリー推進室を設置し、社として推進体制を構築する。
・Ｂ駅でのエレベーター設置工事は、Ｂ市基本構想に基づく公共交通特定事業として実施す
る。

・Ｅ駅を含む地区においてＥ市が基本構想を作成中であり、当社も協議会に参加し、必要な
協力を行う。

・ウェブサイトや案内所等での障害当事者等の意見を集約し、社内で共有するとともに、特
に重要な案件については社内の定期連絡会議にて取り上げ、対応等を共有する。

・職員のバリアフリーに対する理解度を定期的に図るべく定期的に試験を行うとともに、会
社内の次年度以降の教育訓練等の方針策定の検討材料とする。

・担当部署、専門家を中心に確認と評価を実施する会議を開催する。

対象となる旅客施設
及び車両等又は対策

変 更 内 容 理 由

C駅 エレベーターの設置時期を昨年度か
ら今年度に変更する。

エレベーター設置前に必要
な地下工事が長期化したた
め

自社ウェブサイトにて公表する。（公表URL）

中期的な対応方針に記載された事項については、当社の中期経営計画に位置づけられてい
る。



４７

の位置付け等について記入すること。



４８

第１号様式（日本工業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組計画書
（乗合バス車両記載例）

令和 ○○年 ○月 ○日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次のとお
り提出します。

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

住 所 ○○県△△市□□町 ●●１－２－３
××ビル 階

事業者名 ○○バス株式会社
代表者名（役職名及び氏名）

代表取締役 ○○ ○○

（１） 旅客施設及び車両等の整備に関する事項
・当社が保有する乗合バス車両においては、2020 年度末時点のノンステップバス導入率は
50％にとどまっている（適用除外車両を除く）。こうした現状を踏まえ、車両の更新と併
せてノンステップバスの導入を推進し、2021 年までに全ての置き換え可能な乗合バス車
両をノンステップバスに置き換える。

・当社の高速道路を経由する路線では、バリアフリー化した車両は導入されていない。その
ため、○○～○○間の路線において、2022 年迄に約○割の車両をリフト付きバスにする。

（２） 役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練等、広報・啓発に関する事項
①運行情報提供装置等の車内の各設備について、障害のある方に対し、必要な情報を提供
できるよう、設備の点検を定期的に実施する。

②リフト付きバスを利用したことがない乗客のために、乗降方法に関してウェブサイト等
での紹介を行う。

③リフト付きバスの運行時間についてより広く周知するために、ウェブサイト及び停留所
等の改修を行う。

④乗務員を対象とした、高齢者、障害者の方の乗降支援に関する教育訓練を実施する。
⑤車内放送により、車両の優先席及び車椅子スペースを必要とされているお客様が適正に
利用できるよう、優先利用の周知を継続的に行う。

対象となる旅客施設 計 画 内 容



４９

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務
省令で定める基準を遵守するために必要な措置

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介
助、旅客施設における誘導その他の支援

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

及び車両等 （計画対象期間及び事業の主な内容）

リフト付きバス

ノンステップバス

・車椅子用リフト付きバスを○台導入する。（2021 年度)

・ノンステップバスを○台導入する。（2021～2023 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

車椅子固定装置を使
用した役務の提供の
教育訓練

設備の定期点検

・車椅子のお客様が安全にご利用になれるよう、乗務員に対して車
椅子固定装置を使用した車椅子の固定に関する教育訓練を実施す
る。（2021 年度）

・運行情報提供装置等の車内の各設備について、障害のある方に対
し、必要な情報を提供できるよう、設備の点検を定期的に実施す
る。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

リフト付きバスの利
用方法の掲載

・リフト付きバスを利用したことがない乗客のために、乗降方法をウ
ェブサイトに掲載する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

車内における情報提
供の拡充

リフト付きバスを運
行する路線

・車内の行先表示器をフルカラー化するとともに、車内後方部からも
確認できるよう、車内の前方に加え、中間部にも設置する。（2021、
2022 年度）

・リフト付きバスの運行時間について、ウェブサイト及び停留所等で
も把握できるよう改修する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

乗務員の技術向上 ・乗務員を対象とした、高齢者、障害者の方の乗降支援に関する技術
大会を開催する。（2021 年度）



５０

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配
慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

Ⅴ 計画書の公表方法

Ⅵ その他計画に関連する事項

注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数にな

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

車内放送による優先
利用の広報啓発

・車内放送により、車両の優先席及び車椅子スペースを必要とされ
ているお客様が適正に利用できるよう、優先利用の周知を行う。
（2021 年度）

・周囲に病院や福祉施設等があり、利用者も多い停留所３箇所に上屋とベンチを設置する。
（2021 年度）

・当社が管理する停留所の上屋、ベンチの設置は、A市基本構想に基づく公共交通特定事業
として実施する。

・3路線が通過するB市が基本構想を改定中であり、当社も協議会に参加し、必要な協力を
行う。

・ウェブサイトや電話で寄せられる利用者の意見を社内で共有するとともに、取組の改善に
活用する。

・職員のバリアフリーに対する理解度を定期的に図るべく定期的に試験を行うとともに、会
社内の次年度以降の教育訓練等の方針策定の検討材料とする。

・本社の○○○課をバリアフリーの主管課として、社として推進体制を構築する。

対象となる旅客施設
及び車両等又は対策

変 更 内 容 理 由

リフト付きバス 導入台数を○台から●台に変更す
る。

ニーズの高まりにより増車
したため

自社ウェブサイトにて公表する。（公表URL）

中期的な対応方針に記載された事項については、当社の中期経営計画に位置づけられてい
る。



５１

る場合には、新たに欄を設けて記入すること。
２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入すること。
３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジェクト、
経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者
の位置付け等について記入すること。



５２

第１号様式（日本工業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組計画書
（バスターミナル記載例）

令和 ○○年 ○月 ○日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次のとお
り提出します。

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

住 所 ○○県△△市□□町 ●●１－２－３
××ビル 階

事業者名 ○○株式会社
代表者名（役職名及び氏名）

代表取締役 ○○ ○○

（１） 旅客施設及び車両等の整備に関する事項
当社が管理する○○ターミナルは、移動等円滑化基準に適合しているが、今後、利用者

数増加が見込まれており、より高い水準のバリアフリー化を目指す。具体的には、主要な
動線上のエレベーターの大型化、視覚障害者誘導用ブロックの視認性向上を図るととも
に、バリアフリートイレの混雑を解消するため、利用者が多いトイレを中心にバリアフリ
ートイレの機能分散を行う。

（２） 役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練等、広報・啓発に関する事項
①エレベーター、可変式情報表示装置等のバスターミナル構内の各設備について、障害の
ある方に対し、必要な役務が提供できるよう、設備の点検を定期的に実施する。

②Ａ事業者が運行する○○路線においては、最寄りの○○競技場で世界大会が開催される
事から、ターミナル内でバスを乗り換える旅客が増えることが予想されるため、声かけ、
誘導案内等の人的な支援の充実を図る。

③バリアフリー情報や施設案内に関する事前の情報提供ニーズが高いことから、ウェブサ
イトのアクセシビリティを改善する。

④全職員が高齢者、障害者等の方に声かけ、誘導案内等の人的支援ができるよう、講習の
定期開催及び訓練を実施する。

⑤バスターミナル内放送により、バリアフリートイレ、エレベーター等の設備を必要とさ
れているお客様が適正に利用できるよう、優先利用の周知を継続的に行う。



５３

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務
省令で定める基準を遵守するために必要な措置

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介
助、旅客施設における誘導その他の支援

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対象となる旅客施設
及び車両等

計 画 内 容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

エレベーター
（●●ターミナル）

視覚障害者誘導用ブ
ロック
（●●ターミナル）

・エレベーターを○台新設する。（2021 年度）

・通路の視覚障害者誘導用ブロックの改修を行い、現在のＪＩＳのも
のに統一する。（2021 年度～2022 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

渡り板を使用した役
務の提供の教育訓練

聴覚障害のある方に
対応できる職員の確
保

設備の定期点検

・車椅子のお客様の乗降のお手伝いができるよう、職員に対して渡
り板を使用した役務の提供の教育訓練を実施する。（2021 年度）

・職員を置くこととしている乗車券等販売所・案内所において、聴覚
障害のある方からの文字による意思疎通の申し出に対応できるよ
うに、職員の配置、勤務体制の確保を図る。（2021 年度）

・エレベーター、可変式情報表示装置等のバスターミナル構内の各
設備について、障害のある方に対し、必要な役務が提供できるよ
う、設備の点検を定期的に実施する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

障害者の接遇に関す
る民間資格をもつ職
員の配置

・声かけ・誘導案内を行う障害者の接遇に関する民間資格をもつ係員
を配置する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

ウェブサイトのアク
セシビリティの改善

・視覚障害者等にも当施設に関するウェブサイトが支障なく利用で
きるよう、ウェブサイトを改修する。（2021 年度)



５４

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配
慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

接遇に関する講習の
実施

障害者の接遇に関す
る民間資格の取得促
進

・全ての職員に対して、障害当事者への声かけ・旅客支援に関する講
習を行う。（2021 年度～2022 年度）

・職員の資格習得に係る経費の一部を当社が負担するよう検討を行
う。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

ベビーカーキャンペ
ーン

ターミナル内放送に
よる優先利用の周知

一般の利用者への声
かけ

・国土交通省が作成する「ベビーカーキャンペーン」ポスターをバス
ターミナル構内に掲示し、ベビーカーをお使いのお客様が安全に
安心してご利用いただけるよう、啓発を行う。（2021 年度）

・バスターミナル内放送により、バリアフリートイレ、エレベーター
等の設備を必要とされているお客様が適正に利用できるよう、優
先利用の周知を行う。（2021 年度）

・バスターミナル構内のバリアフリートイレ、エレベーター等の設
備を必要とされているお客様が適正に利用できるよう、職員が一
般の利用者に対して声かけを行う。（2021 年度）

・他の接続する交通機関（●●鉄道等）と案内サイン等の表示を統一化する。
・他の接続する交通機関（●●鉄道等）と一体化・連続化したバリアフリー化を行うため、
定期的に市区町村、交通機関を参画した会議を開催する。

・ウェブサイトや電話で寄せられる利用者の意見を社内で共有するとともに、ターミナルを
利用するバス事業者とも共有し、取組の改善に活用する。

・市区町村、他交通機関が参画した会議の中で、計画の報告、課題点の共有及び改善点の議
論等を行う。

・担当部署、専門家を中心に確認と評価を実施する会議を開催する。
・本社の○○○課をバリアフリーの主管課として、社として推進体制を構築する。

対象となる旅客施設
及び車両等又は対策

変 更 内 容 理 由



５５

Ⅴ 計画書の公表方法

Ⅵ その他計画に関連する事項

注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数にな
る場合には、新たに欄を設けて記入すること。

２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入すること。
３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジェクト、
経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者
の位置付け等について記入すること。

変更なし

自社ウェブサイトにて公表する。（公表URL）

なし
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第１号様式（日本工業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組計画書
（貸切バス車両記載例）

令和 ○○年 ○月 ○日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次のとお
り提出します。

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

住 所 ○○県△△市□□町 ●●１－２－３
××ビル 階

事業者名 ○○バス株式会社
代表者名（役職名及び氏名）

代表取締役 ○○ ○○

（１） 旅客施設及び車両等の整備に関する事項
当社が保有する貸切バス車両にリフト付きバスを導入しているが、2021 年までにエレ

ベーター付きバスを導入し、全車両の○割をリフト付き又はエレベーター付きバスとす
る。

（２） 役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練等、広報・啓発に関する事項
①運行情報提供装置等の車内の各設備について、障害のある方に対し、必要な情報を提供
できるよう、設備の点検を定期的に実施する。

②エレベーター付きバスを利用したことがない車椅子使用者等のために、乗降方法等につ
いてウェブサイトにて紹介する。

③エレベーター付きバスの貸し出しや予約方法について、広告代理店やウェブサイト等を
利用して周知する。

④エレベーター付きバスを運転及びエレベーターの操作手順を習得している運転手の数
を増やすため、教育訓練を行うとともに、定期的にバリアフリーに関する講習を開催す
る。

⑤全職員が高齢者、障害者等に関する理解を深めるため、定期的に対応事例等を話し合う
勉強会を開催する。

⑥車内放送により、車椅子スペースを必要とされているお客様が適正に利用できるよう、
優先利用の周知を継続的に行う。



５７

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務
省令で定める基準を遵守するために必要な措置

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介
助、旅客施設における誘導その他の支援

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対象となる旅客施設
及び車両等

計 画 内 容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

エレベーター付きバ
ス

リフト付きバス

・貸切バス車両として新たにエレベーター付きバスを○台導入する。
（2021 年度)

・既存のリフト付きバスについて、公共交通移動等円滑化基準に適合
させるため、順次改修を行う。（2021、2022 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

車椅子固定装置を使
用した役務の提供の
教育訓練

設備の定期点検

・車椅子のお客様が安全にご利用になれるよう、乗務員に対して車
椅子固定装置を使用した車椅子の固定に関する教育訓練を実施す
る。（2021 年度）

・運行情報提供装置等の車内の各設備について、障害のある方に対
し、必要な情報を提供できるよう、設備の点検を定期的に実施す
る。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

利用方法の掲載 ・エレベーター付きバスを利用したことがない車椅子使用者等のた
めに、乗降方法等について説明を加えるため、ウェブサイトを改修
する。(2021 年度)

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

貸し出し・予約方法
の周知

予約方法の拡充

・エレベーター付きバスの貸し出しや予約方法について、広告代理店
やウェブサイトを利用して周知する。(2021 年度)

・また、過去に利用された団体に対しても、エレベーター付きバスの
導入について告知する。

・現在、電話やＦＡＸ、又は営業所にて職員が直接予約に関する対応
しているところだが、ウェブサイトを改修し、予約を可能とする。



５８

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配
慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

Ⅴ 計画書の公表方法

Ⅵ その他計画に関連する事項

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

勉強会の開催 ・全職員が高齢者、障害者等に関する理解を深めるため、定期的にケ
ースに分けた対応事例等を話し合う勉強会を 2021 年度は○回、開
催する。

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

車内放送による優先
利用の広報啓発

・車内放送により、車椅子スペースを必要とされているお客様が適
正に利用できるよう、優先利用の周知を行う。（2021 年度）

・障害者を含む団体の予約の利便性を高めるため、ウェブサイトを改修する。
・ウェブサイトや電話で寄せられる利用者の意見を社内で共有するとともに、取組の改善に
活用する。

・職員のバリアフリーに対する理解度を定期的に図るべく定期的に試験を行うとともに、会
社内の次年度以降の教育訓練等の方針策定の検討材料とする。

・本社の○○○課をバリアフリーの主管課として、社として推進体制を構築する。

対象となる旅客施設
及び車両等又は対策

変 更 内 容 理 由

リフト付きバス 導入台数を○台から●台に変更する ニーズの高まりにより増車
したため

自社ウェブサイトにて公表する。（公表URL）

中期的な対応方針に記載された事項については、当社の中期経営計画に位置づけられてい
る。



５９

注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数にな
る場合には、新たに欄を設けて記入すること。

２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入すること。
３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジェクト、
経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者
の位置付け等について記入すること。



６０

第１号様式（日本工業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組計画書
（福祉タクシー車両記載例）

令和 ○○年 ○月 ○日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次のとお
り提出します。

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務
省令で定める基準を遵守するために必要な措置

住 所 ○○県△△市□□町 ●●１－２－３
××ビル 階

事業者名 ○○タクシー 株式会社
代表者名（役職名及び氏名）

代表取締役 ○○ ○○

（１） 旅客施設及び車両等の整備に関する事項
当社が保有する車両を、順次ユニバーサルデザインタクシーに更新し、2023 年度まで

に約 8割の車両を置き換える。

（２） 役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練等に関する事項
①聴覚障害のある方からの文字による意思疎通の申し出に対応できるように、乗務員の配
置、勤務体制の確保を図る。

②予約時の利便性向上を図るため、当社の配車アプリの改良を行う。
③新人乗務員はユニバーサルドライバー研修を全員受講する。
④ユニバーサルデザインタクシーについて、実車研修を定期的に実施する。

対象となる旅客施設
及び車両等

計 画 内 容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

ユニバーサルデザイ
ンタクシー

・全ての乗合タクシーをユニバーサルデザインタクシーに置き換え
る。（計◎台）



６１

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介
助、旅客施設における誘導その他の支援

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配
慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

渡り板を使用した役
務の提供の教育訓練

聴覚障害のある方へ
の対応

・車椅子のお客様の乗降のお手伝いができるよう、乗務員に対して
渡り板を使用した役務の提供の教育訓練を実施する。（2021 年度）

・聴覚障害のある方からの文字による意思疎通の申し出に対応でき
るように、乗務員の配置、勤務体制の確保を図る。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

乗務員の配置 ・乗務員は全てユニバーサルドライバー研修を受講する。

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

配車アプリへの車両
指定機能の追加

・配車アプリを予約時にユニバーサルデザインタクシーが選択でき
るよう改良する。（2021 年度）

・配車アプリにて、ユニバーサルデザインタクシーの予約状況を照会
できるよう改良する。（2021、2022 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

乗務員の研修

車椅子使用者の乗降
支援の実技研修の実
施

・新人乗務員はユニバーサルドライバー研修を全員受講する。（予
定：○名）

・ユニバーサルデザインタクシーの乗務員を対象に、車椅子使用者の
乗降支援の実技研修を定期的に実施する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

該当なし



６２

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

Ⅴ 計画書の公表方法

Ⅵ その他計画に関連する事項

注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数にな
る場合には、新たに欄を設けて記入すること。

２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入すること。
３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジェクト、
経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者
の位置付け等について記入すること。

・障害者等が多く参加するイベント等のユニバーサルデザインタクシーを優先して配車する
必要がある場合には、他タクシー会社とも連携できるように連絡体制をつくる。

・ウェブサイトや電話で寄せられる利用者の意見を社内で共有するとともに、取組の改善に
活用する。

・担当部署、専門家を中心に確認と評価を実施する会議を開催する。
・本社の○○○課をバリアフリーの主管課として、社として推進体制を構築する。

対象となる旅客施設
及び車両等又は対策

変 更 内 容 理 由

変更なし

自社ウェブサイトにて公表する。（公表URL）

なし



６３

第１号様式（日本工業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組計画書
（旅客船・旅客船ターミナル記載例）

令和 ○○年 ○月 ○日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次のとお
り提出します。

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

住 所 ○○県△△市□□町 ●●１－２－３
××ビル 階

事業者名 ○○汽船 株式会社
代表者名（役職名及び氏名）

代表取締役 ○○ ○○

（１） 旅客施設及び車両等の整備に関する事項
・当社が保有する船舶○隻のうち、○隻はバリアフリー対応となっていないため、2022 年
度に使用する新造船はバリアフリー基準に適合した船舶とする。(2022 年度)

・旅客ターミナルの障害者用トイレは現在 1箇所だが、待合室近くのトイレを改修し、障害
者用トイレを増設する。（2021、2022 年度）

・現在、運航情報の変更が発生した場合、ターミナルでは音声による案内及び掲示板の設置
を行っていたところであるが、休憩所などに運航情報に関する専用モニターを設置する。
(2021 年度)

（２） 役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練等、広報・啓発に関する事項
①エレベーター、可変式情報表示装置等の旅客船ターミナル構内の各設備について、障害
のある方に対し、必要な役務が提供できるよう、設備の点検を定期的に実施する。

②旅客船に乗り込む際には必ず職員が付き添い、円滑な乗降のための支援を実施する。
③運航情報に関する専用モニターの設置に伴い、文字の大きさ、文字と背景色の組み合わ
せ、書体の変更など情報提供を考慮したものとする。

④必要に応じて旅客支援を実施できるよう 2021 年度までに全ての乗務員に対して、国土
交通省が定める「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及び「交通事業者向け接
遇研修モデルプログラム」に準拠した研修を行う。

⑤船内放送により、車椅子スペース及びバリアフリートイレを必要とされているお客様が
適正に利用できるよう、優先利用の周知を継続的に行う。



６４

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務
省令で定める基準を遵守するために必要な措置

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介
助、旅客施設における誘導その他の支援

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対象となる旅客施設
及び車両等

計 画 内 容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

視覚障害者誘導用ブ
ロックの整備
（●●ターミナル）

段差の解消
（●●ターミナル）

障害者用トイレ
（●●ターミナル）

新造船（○○-○○
間）

・一部、視覚障害者誘導用ブロックの未設置区間があるため、順次設
置する。（2021 年度・2022 年度）

・一部の乗船場所で段差があるため、タラップ等を整備する。（2021
年度・2022 年度）

・障害者用トイレを 1箇所増設する。（2021 年度)

・導入する新造船は、バリアフリー基準に適合した船舶とする。(2022
年度)

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

タラップを使用した
役務の提供の教育訓
練

聴覚障害者への対応

設備の定期点検

・車椅子のお客様の乗降のお手伝いができるよう、職員に対してタ
ラップを使用した役務の提供の教育訓練を実施する。（2021 年度）

・職員を置くこととしている乗車券等販売所・案内所において、聴覚
障害のある方からの文字による意思疎通の申し出に対応できるよ
うに、職員の配置、勤務体制の確保を図る。（2021 年度）

・エレベーター、可変式情報表示装置等の旅客船ターミナル構内の
各設備について、障害のある方に対し、必要な役務が提供できるよ
う、設備の点検を定期的に実施する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

乗降の介助や誘導等
の支援を行う係員の
配置

・乗船・下船時に移動経路上に乗降の介助や誘導等の支援を行う係員
を配置する。（2021 年度）



６５

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配
慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

運航情報に関する専
用モニターの設置

・ターミナルの休憩所などに運航情報に関する専用モニターを設置
する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

接遇研修の実施

障害者の接遇に関す
る民間資格の取得促
進

・全ての職員に対して、国土交通省が定める「公共交通事業者に向け
た接遇ガイドライン」及び「交通事業者向け接遇研修モデルプログ
ラム」に準拠した研修を行う。（2021 年度～2022 年度）

・職員の資格習得に係る経費の一部を当社が負担するよう検討を行
う。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

船内放送による優先
利用の広報啓発

・船内放送により、車椅子スペース及びバリアフリートイレを必要
とされているお客様が適正に利用できるよう、優先利用の周知を
行う。（2021 年度）

・船内での移動を円滑にするため、申し出があれば貸し出せるよう、船内用の車椅子を導入
する。

・他の接続する交通機関（●●バス等）と一体化・連続化したバリアフリー化を行うため、
定期的に市区町村、交通機関を参画した会議を開催する。

・船内に設置されたアンケ―トで寄せられる利用者の意見を社内で共有するとともに、取組
の改善に活用する。

・ウェブサイトや電話で寄せられる利用者の意見を社内で共有するとともに、取組の改善に
活用する。

・担当部署、専門家を中心に確認と評価を実施する会議を開催する。
・本社の各関係部署より担当者をまとめた「バリアフリー対策委員会」を設置し、○○課を
事務局として、推進体制を構築する。

対象となる旅客施設
及び車両等又は対策

変 更 内 容 理 由



６６

Ⅴ 計画書の公表方法

Ⅵ その他計画に関連する事項

注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数にな
る場合には、新たに欄を設けて記入すること。

２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入すること。
３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジェクト、
経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者
の位置付け等について記入すること。

変更なし

自社ウェブサイトにて公表する。（公表URL）

なし



６７

第１号様式（日本工業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組計画書
（航空機記載例）

令和 ○○年 ○月 ○日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次のとお
り提出します。

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置

住 所 ○○県△△市□□町 ●●１－２－３
××ビル 階

事業者名 ○○ 株式会社
代表者名（役職名及び氏名）

代表取締役 ○○ ○○

（１） 旅客施設及び車両等の整備に関する事項
・○○空港への旅客便では現在、旅客搭乗橋を利用する事ができない旅客機においては、車
椅子使用者の方が乗降出来るよう、アシストストレッチャーを導入しているところだが、
更なるバリアフリー化を図るため、当該空港において、パッセンジャーボーディングリフ
ト車○台を使用開始する。（2021 年度）

・移動等円滑化基準を満たしていない航空機 3機について、2020 年度迄に順次退役させ、
当該退役に併せて同基準に適合した新造機を導入する。（2021 年度、2022 年度）

（２） 役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練等、広報・啓発に関する事項
①運航情報提供設備等の各設備について、障害のある方に対し、必要な役務が提供できる
よう、設備の点検を定期的に実施する。

②多くの障害者の方にも航空機をより利用しやすいものとなるよう、利用方法や注意点、
困った時の連絡先等の解決方法を重点に記載したパンフレットを作成し、案内カウンタ
ーへの配置やウェブサイトで閲覧できるようにする等の周知を行う。

③高齢者、障害者等の案内に関して、障害者特性にあわせた教育訓練を定期的に実施して
いるところだが、国土交通省が定める「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及
び「交通事業者向け接遇研修モデルプログラム」に準拠した研修を行うよう、内容等を
見直すとともに、障害者の接遇に関する民間資格制度を活用し、職員へバリアフリーに
関する教育を実施する。

④車椅子使用者用トイレのある航空機において、機内放送により、車椅子使用者用トイレ
を必要とされているお客様が適正に利用できるよう、優先利用の周知を継続的に行う。



６８

① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務
省令で定める基準を遵守するために必要な措置

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介
助、旅客施設における誘導その他の支援

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対象となる旅客施設
及び車両等

計 画 内 容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

タラップ等
（○○空港）

機材の更新

・2021 年度にパッセンジャーボーディングリフトを○台使用開始

・2021 年度 退役１機 ＪＡ●●（Ａ３２０ー２００）
導入１機 （Ａ３２１）

・2021 年度 退役２機 ＪＡ●●（Ｂ７６７ー３００）
ＪＡ●●（Ｂ７６７ー３００）

導入２機 （Ｂ７６７－８、Ａ３５０）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

タラップを使用した
役務の提供の教育訓
練

運航情報の提供

・旅客搭乗橋に代わりタラップを使用する場合に、車椅子のお客様
の乗降のお手伝いができるよう、職員に対してタラップを使用し
た役務の提供の教育訓練を実施する。（2021 年度）

・運航情報提供設備等の各設備について、障害のある方に対し、必要
な役務が提供できるよう、設備の点検を定期的に実施する。（2021
年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

利用方法等のパンフ
レット作成

接遇研修モデルプロ
グラムに準拠した研
修を受講済みの職員
の配置

介助支援器具の導入

・多くの障害者の方にも航空機の利用しやすいものとなるよう、利用
方法や注意点、困った時の連絡先等の解決方法を重点に記載したパ
ンフレットを作成する。（2021 年度～2022 年度）

・案内カウンター及び搭乗ゲートの職員に、国土交通省が定める交通
事業者向け接遇研修モデルプログラムに準拠した研修を受講した
職員を●人配置する。（2021 年度）

・木製車椅子を貸出し用として配備し、保安検査での金属探知機通過
時の負担軽減を図る。(2021 年度)



６９

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配
慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

利用方法等のパンフ
レット作成

手話通訳サービスの
導入

・多くの障害者の方にも航空機の利用しやすいものとなるよう、利用
方法や注意点、困った時の連絡先等の解決方法を重点に記載したパ
ンフレットを作成し、案内カウンター等で配布するとともに、ウェ
ブサイトに掲載する。（2021 年度～2022 年度）

・聴覚障害者の利便性向上のため、遠隔手話通訳サービスを導入す
る。(2021 年度)

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

接遇研修の実施

障害者の接遇に関
する民間資格の取
得促進

空港会社と連携し
たセミナーの開催

・客室乗務員、空港地上係員に対して、国土交通省が定める交通事業
者向け接遇研修モデルプログラムに準拠した研修を計画的に行う。
（2021 年度～2027 年度）

・職員の資格習得に係る経費の一部を当社が負担するよう検討を行
う。（2021 年度）

・空港会社と連携し、空港勤務者対象のセミナー（車椅子取り扱い/
補助犬受け入れ）を実施する。(2021 年度)

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

機内放送による優先
利用の周知

・車椅子使用者用トイレのある航空機において、機内放送により、車
椅子使用者用トイレを必要とされているお客様が適正に利用でき
るよう、優先利用の周知を行う。（2021 年度）

・障害者の予約の利便性を高めるため、ウェブサイトを改修する。
・高齢者、障害者等の方を優先的に案内するため、搭乗ゲート等において一般の方への理解
と協力を求めるアナウンスを実施する。

・空港管理者と問題点や取組の共有を図る定期会議を実施する。
・ウェブサイトや案内カウンター等での障害当事者等の意見を集約し、社内で共有するとと
もに、特に重要な案件については社内の定期連絡会議にて取り上げ、対応等を共有する。

・障害当事者等及び接続先の鉄道、バス、タクシーを含めた他の交通事業者との会議に参加
し、連続した移動等円滑化のために必要な連携に関して報告、共有するとともに、現状の
問題点等を検討する。



７０

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

Ⅴ 計画書の公表方法

Ⅵ その他計画に関連する事項

注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数にな
る場合には、新たに欄を設けて記入すること。

２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入すること。
３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジェクト、
経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者
の位置付け等について記入すること。

・担当部署及び、外部の専門家を構成員として参画させた、計画の確認と評価を実施する会
議を開催する。

・本社内にバリアフリー推進室を設置し、社として推進体制を構築する。

対象となる旅客施設
及び車両等又は対策

変 更 内 容 理 由

障害者の接遇に関す
る民間資格の取得促
進

2021 年度までの民間資格の習得対
象を客室乗務員、案内カウンター及
び搭乗ゲートの職員としていたが、
案内カウンター及び搭乗ゲートの職
員とする。

対象となる客室乗務員は全
て取得完了したため。

自社ウェブサイトにて公表する。（公表URL）

中期的な対応方針に記載された事項については、当社の中期経営計画に位置づけられてい
る。
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第１号様式（日本工業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組計画書
（航空旅客ターミナル記載例）

令和 ○○年 ○月 ○日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次のとお
り提出します。

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

住 所 ○○県△△市□□町 ●●１－２－３
××ビル 階

事業者名 ○○空港 株式会社
代表者名（役職名及び氏名）

代表取締役 ○○ ○○

（１） 旅客施設及び車両等の整備に関する事項
・当社が管理する○○空港ターミナルは、移動等円滑化基準に適合しているが、今後、利用
者数増加が見込まれており、より高い水準のバリアフリー化を目指す。具体的には、旅客
搭乗橋（ＰＢＢ）を順次段差のない搭乗橋に入替え、2022 年度迄に○割の旅客搭乗橋を段
差のない搭乗橋とする。（2021 年度～2022 年度）

（２） 役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練等、広報・啓発に関する事項
①保安検査場において、聴覚障害のある方からの文字による意思疎通の申し出に対応でき
るように、職員の配置、勤務体制の確保を図る。

②バリアフリー情報や施設案内に関する事前の情報提供ニーズが高いことから、ウェブサ
イトのアクセシビリティを改善する。

③空港は広大な空間であり、長距離の移動が必要となることから、案内表示等のハード整
備に加え、航空会社や商業施設などの空港内事業者等とも協力し、人的な支援の充実を
図る。

④現在の障害者の方の誘導方法及び他の交通事業者との引き継ぎ方法について見直しを
図る。

⑤航空旅客ターミナル内放送により、バリアフリートイレ、エレベーター等の設備を必要
とされているお客様が適正に利用できるよう、優先利用の周知を継続的に行う。

対象となる旅客施設 計 画 内 容
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② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務
省令で定める基準を遵守するために必要な措置

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介
助、旅客施設における誘導その他の支援

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

及び車両等 （計画対象期間及び事業の主な内容）

旅客搭乗橋

エレベーターの設置

障害者トイレの設置

・2022 年度迄に○割の旅客搭乗橋を段差のない搭乗橋とする。

・バリアフリー対応のエレベーターを○台新設する。（2021 年度）

・便所内の乳幼児連れ用設備を増やす等、バリアフリートイレの機能
分散を図る改修を行う。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

聴覚障害のある方に
対応できる職員の確
保

設備の定期点検

・保安検査場において、聴覚障害のある方からの文字による意思疎
通の申し出に対応できるように、職員の配置、勤務体制の確保を図
る。（2021 年度）

・エレベーター、可変式情報表示装置等の航空旅客ターミナル構内
の各設備について、障害のある方に対し、必要な役務が提供できる
よう、設備の点検を定期的に実施する。（2021 年度）

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

障害者の接遇に関す
る民間資格をもつ職
員の配置

空港を利用する他事
業者との連携

・案内カウンターに、障害者の接遇に関する民間資格をもつ係員を配
置する。（2021 年度）

・航空会社や商業施設などの空港内事業者等と協力し、障害当事者等
の利用する設備等について基本的な知識を共有し、協力をお願いす
ることで人的な支援の充実を図る。

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

ヒアリングループの
活用

ウェブアクセシビリ
ティの改善

・総合案内カウンターにおいて、ヒアリングループを導入して聴覚障
害者に配慮した形で情報提供を行う。（2021 年度）

・視覚障害者等にも当施設に関するウェブサイトが支障なく利用で
きるよう、ウェブサイトを改修する。
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⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配
慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

接遇研修の実施

障害者の接遇に関す
る民間資格の取得促
進

障害者の誘導案内に
関する訓練等

・全ての職員に対して、国土交通省が定める「公共交通事業者に向け
た接遇ガイドライン」及び交通事業者向け接遇研修モデルプログラ
ムに準拠した研修を行う。（2021 年度～2022 年度）

・職員の資格習得に係る経費の一部を当社が負担するよう検討を行
う。（2021 年度）

・現在の誘導案内及び他の交通事業者への引き継ぎ方法について、視
覚障害者や聴覚障害者の方に対する案内の見直しを実施し、訓練を
実施する。（2021 年度）

・また、問題点等を洗い出す会議を開催し、体制の見直しに反映させ
る。

対 策
計 画 内 容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

ターミナル内放送に
よる優先利用の周知

一般利用者への声か
け

・航空旅客ターミナル内放送により、バリアフリートイレ、エレベー
ター等の設備を必要とされているお客様が適正に利用できるよ
う、優先利用の周知を行う。（2021 年度）

・航空旅客ターミナル内のバリアフリートイレ、エレベーター等の
設備を必要とされているお客様が適正に利用できるよう、職員が
一般の利用者に対して声かけを行う。（2021 年度）

・車椅子使用者や医療機器を使用している方への配慮を一般の方へ理解、協力のお願いを定
期的に放送する。

・航空会社、鉄道会社等空港に乗り入れる他の公共交通事業者と問題点や取組を共有する会
議を開催する。

・航空会社や鉄道会社等と、それぞれに寄せられた、航空機、空港、鉄道等に関する障害当
事者等の意見を定期的に集約・共有する。

・障害当事者等及び接続先の鉄道、バス、タクシーを含めた他交通事業者との会議に参加し、
連続した移動等円滑化のために必要な連携に関する報告、共有するとともに、現状の問題
点等を検討する。

・担当部署、専門家を中心に確認と評価を実施する会議を開催する。
・社内の各関係部署より担当者をまとめた「バリアフリー対策委員会」を設置し、○○課を
事務局として、推進体制を構築する。
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Ⅳ 前年度計画書からの変更内容

Ⅴ 計画書の公表方法

Ⅵ その他計画に関連する事項

注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数にな
る場合には、新たに欄を設けて記入すること。

２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入すること。
３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジェクト、
経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者
の位置付け等について記入すること。

対象となる旅客施設
及び車両等又は対策

変 更 内 容 理 由

障害者用トイレの機
能分散

保安検査場近くのバリアフリートイ
レの機能分散を 2021 年度までに変
更。

既存の配管等の影響、ま
た、設ける設備の見直しに
より詳細設計を変更したた
め。

自社ウェブサイトにて公表する。（公表URL）

中期的な対応方針に記載された事項については、当社の中期経営計画に位置づけられてい
る。


